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満洲重工業開発株式会社の

設立と外資導入交渉
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はじめに一一本論文の課題

満洲の経済開発については，一九三0年代後半

までは南満洲鉄道株式会社(以下「満鉄」という)

が，それ以後は満洲重工業開発株式会社(以下「満

業」という)が推進の主体であった。満鉄は，日

露講和条約調印の翌年，一九O六年六月の南満洲

鉄道株式会社に関する勅令の公布によって，一九

O七年四月開業した。同社は南満洲の鉄道を建設，

運営したのみでなく，一業種ごとに一特殊会社を

設立して，鉄鋼，石炭，電力等の産業を発展せし

めた。満洲国の建国後，関東軍は，経済開発を効

果的に進めるために，満洲産業開発五箇年計画を

策定し，実行した。この五箇年計画の中核である

重化学工業の総合開発を担ったのが，鮎川義介を

総裁とする満業である。他方，満鉄は，これを機

に満洲国全体の鉄道の建設，運営に専念すること

になった。

満洲産業開発五箇年計画は，わが国が策定した

初めての長期経済計画であった。この計画は，当

初対ソ戦に備えて関東軍の自給体制の確立のた

め，満洲産業の重化学工業化を推進することを目

的としていたが，太平洋戦争の戦局悪化以後は，

日本本土が必要とする基礎資源や食料を生産し，

移送することが主要な課題となった。満洲産業開

発五箇年計画の目的変更に伴い，基礎資源の開発

のみならず，自動車，飛行機，兵器などの現地生

産をめざした満業の野心的な総合開発方式も変質

していった。

本稿は，満業の設立経過と事業経営について，

鮎川義介の外資導入交渉を中心に検討する。鮎川

はとくにアメリカから満洲への資本導入に心血を

注いだ。

満洲については，一九世紀末以降，日本とアメ

リカとの聞に鋭い緊張があった。後述のように，

アメリカはへイ通牒以来一貫して満洲を含む中国

の門戸開放・機会均等を唱えてきた。アメリカは

満洲への経済的進出を目指し，一九O五年の満鉄

についての桂ハリマン協定，一九O九年のノッ

クスの満鉄中立化案，一九一一年の満洲開発借款
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など種々対満投資を試みた。一九二一年から二二

年にアメリカはワシントン会議を開催し，九箇国

条約締結によって，門戸開放・機会均等の原則を

列国に承認させた。

他方，日本は日露戦争によって獲得した満洲の

権益を固守しようとし，対華二十一箇条要求を中

国に受諾させた。それ以後満洲事変の勃発に至る

まで，外国の大資本が満洲に入ることは，日本に

とって認められない点であった。そして満洲事変

は，日本が満洲の権益をいっそう確実なものにす

るために企てた戦争であった。しかるに，後述す

るように，一九三二年に発せられた満州国建国宣

言は，門戸開放・機会均等の精神を明確に掲げ，

一九三七年制定の満洲重工業確立要綱も外資導入

を図るべきことを明確に規定した。

このように日本は，明治以降，満洲に於ける「特

殊利益」を終始強調してきたのに，満洲閏建国以

後は，一転して門戸開放・機会均等の原則を掲げ，

アメリカ資本の導入を図ることとなった。日本の

意図は何であったのか，またそのような日本に対

してアメリカはどう対応したのか，これが本論文

の課題である。

第一節 満洲重工業開発株式会社の設立の経緯

ー アメリカの対満政策と満洲国建国宣言

本節では，まずアメリカの満洲に対する政策を

歴史的に説明し(九次に満業設立の基礎となった

満州国建国宣言の門戸開放の方針について述べた

しミ。

一八九九年九月，へイ国務長官は「商業上の門

戸開放政策に関する宣言」をイギリス，ロシア，

ついで同年一二月フランス，イタリア，ベルギー，

日本の各国に送付した。これは中国における通商

上の平等，機会の均等を主張するもので，各国も

主義上これに賛成した。翌一九00年へイは第二

次通牒を送って，門戸開放に加えて中国の領土保

全を強調した。へイの通牒はとくに満洲および中

国北部の門戸開放を含意しており円アメリカの

門戸開放政策は，日露戦争後満洲に独占的地位を

確保しようとする日本を牽制する重要な政策と



なった。一九O五年アメリカの鉄道王ハリマンは，

日本政府と東清鉄道南部支線の日米共同経営につ

いて予備的覚書を取り交わした(桂一ハリマン協

定)。しかし，ポーツマス講和条約の調印を終えて

帰国した小村寿太郎は，満鉄の株主は日清両国人

に限られるとの論拠に立って，覚書を破棄させた。

この後もアメリカは，一九O九年のノックスの満

鉄中立化案(日露が反対)，一九一一年の満洲開発

借款(一九一三年アメリカはウィルソンが大統領

に就任すると借款条件過酷を理由に脱退)など

種々試みたが，一九三0年代に至るまで，さした

る対満投資を行うことができなかった。

一九一五年日本が中国に対して対華二十一箇条

要求を提出すると，ブライアン国務長官は「合衆

国政府は，門戸開放政策の名で呼ばれる国際的政

策に反する協定を承認し得ない」と日中両国に通

告した(ブライアン・ノート)。一九二一年から一

九二二年にかけて開催されたワシントン会議では

九箇国条約が締結され，門戸開放・機会均等が初

めて条約として成文化された。これは自国の特殊

権益を強調する日本の立場と反対で，アメリカ外

交の勝利であった。しかし九箇国条約は，違反に

対する制裁規定がなく，満洲事変，日中戦争のよ

うな侵略行為に対して何の処置もとることができ

なかった。関東軍は，九箇閏条約の弱点を知悉し

ていて，満洲事変直前の二，三箇月前に「九国条

約ヲ尊重セサル場合世界各国ノ感情ヲ害スルコト

アルモ之カ為帝国ニ対シテ積極的ニ歯向ヒ来ルモ

ノ幾何(3)J という情勢判断を下した。

しかし，一九三二年三月一日に発せられた満洲

国建国宣言は，次のように門戸開放・機会均等の

精神を明確に掲げた。

其ノ自ラ我カ新国境内ニ投資シテ商業ア創輿

シ利源ヲ開拓スルコトヲ願ブモノ有ラハ，何回

ニ論ナク一律ニ歓迎シ，以テ門戸開放機会均等

ノ実際ヲ達セシム

そして建国の一，二箇月後，板垣征四郎高級参

謀は，制限付ながらアメリカに対しでも門戸開
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放・機会均等の原則を認めたへそして次に述べる

ように r門戸開放，機会均等の精神に則り，広く

世界に資本を求め……」ることが，満洲国経済建

設の根本方針となったのである。

二満洲国初期の経済統制

一九三三年三月満洲園政府は満洲園経済建設要

綱(5)を発表した。この要綱は r経済建設の根本方

針J として，次の四つをあげている。

ア 国民全体の利益を基調とし，利益が一部階

級に聾断される弊を除く。(王道主義)

イ 重要経済部門には国家的統制を加える。(経

済統制)

ウ 門戸開放，機会均等の精神に則り，広く世

界に資本を求め，特に先進諸国の技術，経験

を集めて有効に利用する。(門戸開放，機会均

等)

エ 東亜経済の融合を目途とし，先ず日本と協

調して相互扶助の関係を緊密にする。(日満相

互扶助)

この要綱は，日本の資本主義経済を是正し，満

洲において理想的な経済開発と経済統制を実施す

ることを目的とした。満洲国は経済開発を進める

のに絶対的に資金が不足していた。そのために，

門戸開放，機会均等を誼い，外資導入を図ること

になった。

満洲事変勃発後の日本は，軍事費を中心とする

財政の急激な膨脹によって，景気回復を達成する。

しかし，日本の対満投資は満業設立までは低水準

にとどまり，しかもその過半数は満鉄向けであっ

た。その理由は，産業界の主流が未だ対満投資に

慎重であったためである。

翌一九三四年三月日本政府は日満経済統制方策

要綱(引を閣議決定した。この要綱は，次のことを

定めた。

ア 第三国の投資を誘致すること

イ 満洲固において鉱業のほかに重化学工業を

も発展させるため，特殊会社を経営せしめ，

日本が監督すること。特に，自動車・兵器等

の製造工業の特殊会社を経営すること
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関東軍が自動車産業を重視した理由として，一

九三三年二月の熱河作戦で関東軍野戦自動車隊が

活躍したことがあげられるヘ鉄道の殆ど敷設さ

れていない熱河省で，同自動車隊のフォードが，

短期間に長城付近の承徳に達し，自動車の軍事的

価値が高く評価されたのである。

また，この要綱は，重要産業について，日本政

府の保護監督のもとに，一業一社主義により，特

殊会社に経営させるという方策を規定した。しか

し，特殊会社に委ねる事業があまりに多く，一般

民間の経営に委ねる事業が制限されたことに対し

て，民間産業人から異論がでた。このため満洲国

政府は，一九三四年六月に「一般企業に関する声

明」仰を発し， r (重要産業以外の)一般の企業につ

いては大体広く民間の進出経営を歓迎するものな

り」と述べて，日満産業人を慰撫しなければなら

なかった。

三満洲産業開発五箇年計画の策定

(ー) 満鉄改組案の撤回と在満機構改革の実現

陸軍は満鉄改組案については反対を受けて撤回

したが，在満機構改革を実現した。その経過は次

のとおりである。

一九三三年三月に関東軍参謀沼田多稼蔵中佐は

満鉄改組案を満鉄副総裁八回嘉明に手渡した。同

年一O月二三日沼田参謀は満洲日報記者にその内

容を漏らし，翌二四日の満洲日報は第一面トップ

でその内容を掲載した。

ア 満鉄をホールディングカンパニーのシステ

ムにする。

この方針によって満鉄の各部門の事業をそ

れぞれ独立会社とする。

イ 現在の鉄道部が独立の鉄道会社となる。

ウ 満鉄の附属地行政は当然満洲国に移される

べきである。

治外法権もともに撤廃されなければならな

しコ。

エ 満鉄経済調査会と関東軍特務部との合作に

は予算関係もありその実現の時期は明言出来

ないが，所謂「満掛経済参謀本部」の理想、に
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進める方針である。

オ 満鉄の事業は裏を返せば即ち悉く満洲国の

事業といってよい。

関東軍司令官が満鉄に対する一元的監督権

を持つのは理論的に当然の帰結である。

このうち，ア，イの提案は後の満業設立案を想

起させるものがある。

この満鉄改組案には満鉄の幹部は大反対を唱

え，社員会が反対運動に立ち上がった。また，関

東庁，満鉄，関東軍の交通関係者も反対し，拓務

省および参謀本部第三部(交通通信担当)もまた

これに同調し，結局，関東軍はこの案を撤回せざ

るを得なかった。

次に在満機構については，関東軍司令官，満洲

国大使，関東長官の三頭政治で， とかく政策に統

ーを欠き，陸軍は改革を求めていた。これについ

ては，一九三四年一二月，関東軍司令官が駐満全

権大使を兼任するとともに，関東州をも統括し，

関東長官は廃止されることになった。また日本中

央にあっては，対満事務局を創設し，陸軍大臣が

その総裁を兼務して関係各省の対満行政事務を統

括することになった。

一九三五年初頭，従来満洲経済建設を推進した

関東軍特務部を廃止し，その機能を満洲国政府に

移管し，総務庁企画処を設置した。また一九三五

年五月，日満経済共同委員会を新京に設置し，日

満聞の重要な経済問題を審議することとした。こ

れらの施策によって，陸軍は，前述の満鉄改組の

一目的を達成しようとした(9)。

(二) 満洲経済建設に対する新たな陸軍の動き

満洲周辺の事態は必ずしも平静ではなかった。

すなわちソ連の五箇年計画が着々と実効を挙げる

とともに，極東兵備は逐年増加の一途を辿り，国

境の紛争は年とともに増加したほか，規模を拡大

するに至った。また中国共産党の延安移転，陸軍

の華北分離工作は満洲国西部の国境情勢を複雑化

した。

これらに対応して関東軍の兵力も逐年増強さ

れ，これに伴う軍事施設，就中国境築城，飛行場



建設，兵営倉庫の建設，軍需物資の取得等は，満

洲経済を圧迫するとともに軍需物資の現地調達の

必要を痛感させた。

満洲国の国際関係と治安状態の不安定は，日本

の産業資本家の進出を阻み，新段階に処して官民

の支援が求められるに至った。かくて，一九三六

年秋，陸軍省および関東軍は財界人の満洲視察を

勧誘し，その勧誘に応じて，鮎川義介(日本産業)，

野口道(日本窒素肥料)，松方幸次郎(川崎汽船)

津田信吾(鐘淵紡績)，安川雄之介(三井物産)， 

森轟剥(日本電気工業)等の財界人が満洲視察を

行って，陸軍大臣および関東軍にそれぞれ視察の

所見を報告した。なお，この時の満洲を視察する

財界人の人選について，当時まだ商工省にいた岸

信介が内々相談に預かった(1九

このうち鮎川義介は，一九三六年板垣征四郎関

東軍参謀長の招請もあって満洲を視察した。鮎川

は，満洲視察に先立つて台湾を二週間視察した。

あらかじめ台湾を視察したのは，同地領有以来四

O年経過しているので，台湾を調べれば日本人の

産業上の足跡が分かると思ったからであっ

た(1九満洲視察が終って，同年一一月板垣参謀長

等と新京で会見し，帰京した鮎川は，寺内需ー陸

軍大臣その他陸軍省関係官に所見を述べた。鮎川

は，台湾，満洲の産業経済を詳細に視察したので，

他の視察者に比べ，その提案は具体的，総合的で

あった。その内容は次のように，一業一社主義を

捨てて総合的開発方式を採用するよう主張するも

のであった(12)。

(満洲を開発するには)どうすればよいかという

と，先進国から資材と技術をとりいれ，これに

よって仕事の糸口をつけ，机上の計画に活をい

れ，実際にやって行けるようにしなければなら

ない。独立したー業一社というような考え方を，

思いきって捨てて，ピラミッド式に，総合的に

満洲の資源開発をもくろむのでなければならな

い。そうでなければ，自動車の問題にしても，

本格的な解決などはおぼつかない。

i荷洲重工業開発株式会社の設立と外資導入交渉

満洲の大規模開発を急ぎ，満鉄による従来の満

洲開発方式(ー業一社主義)に不信感を抱いてい

た関東軍は，鮎川の意見に全面的に賛成した。

(司満洲産業開発五箇年計画の策定

参謀本部作戦課長石原莞爾は，初めて「軍事中

心の国防から国力増進の国防へ」の方針転換を唱

えた。日本の国力増進を基礎とする国防の必要を

石原が力説した理由は，一つにはソ連のめざまし

い閏力の充実と極東兵備の増強にあった。石原は，

この国力増進を推進するために，松岡洋右の援助

の下に，満鉄参事宮崎正義を中心とする日満財政

経済研究会を作り，具体的な国力増進計画案を作

成させた。一九三六年七月，国力増進計画案，い

わゆる宮崎案が作成され，陸軍省，関東軍その他

鮎川義介，池田成彬等にこれを配付し，検討を依

頼した(13)。

陸軍省満洲班長片倉衷等はこの草案に基づき，

整備局戦備課等と連絡の上，先の宮崎案から満洲

に関する部分を抽出して「満洲開発五年計画に対

する目標案J (所要資金総額二三億円)を作成し，

省部協議の上，一試案として関東軍に示すことと

なった(14)。

一九三六年九月，片倉衷はこの目標案並びに戦

備課の総動員上の希望要綱を携行して関東軍司令

部に至り，板垣参謀長，竹下義晴第三課長，秋永

月三参謀，鈴木栄治少佐などに詳細説明を行った。

関東軍はこの目標案の受領とともに，翌-0月

秋永月三参謀等を中心として満洲国(松田令輔企

画処長，星野直樹総務司長，椎名悦三郎実業部臨

時産業調査局調査部長等)，満鉄(世良正一産業部

次長等)の関係者を湯嗣子に集めて，いわゆる湯

嗣子会議を開催し，満洲産業開発五箇年計画の基

礎案を作った。この会議で特に問題となったのは，

資金調達であった(1九会議で検討した結果，総事

業費は二五億円となり，そのうち鉱工業部門の事

業費が一四億円と過半数を占めた。これに対して

は，生産計画案とは別に資金計画案を作成し，資

金の計画的な調達をはかることになった。

一九三六年一一月満洲産業開発五箇年計画現地

案が決定した。陸軍中央当局は，この現地案の成
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立に伴い，同年一二月を期し，現地関係者を東京

に招致の上，先ず省部打合会議を開催して若干の

修正を行った後，対満事務局に草案を送付して審

議を要請した。

対満事務局(総裁寺内蕎ー後に杉山元，次長青

木一男)は陸軍よりの要請に基づき，審議を開始

した。大蔵省は所要資金が二五億円と膨大であっ

たため(一九三六年度一般会計歳出総額二四億円

を上回る)，財政上賛意を表明せず，商工省，農林

省もまた内地産業の保護助成との関連があって容

易に納得しなかった。数次の折衝の末，大蔵省は，

外資導入に賛意を表し，商工省，農林省もそれぞ

れ留保付で，総額二五億円の満洲産業開発五箇年

計画案は封満事務局の決定となった。ただし，実

施にあたっては事項ごとに所要の手続を履むとい

う了解の下にこれの実現を図ることとなった。

しかし，一九三七年七月，日中戦争の勃発と拡

大に伴い，満洲産業開発五箇年計画に消極的で

あった中央官庁は，一転して，一九三八年春に満

洲国に対し，計画の修正拡大を要求するに至り，

これに応じて満洲産業開発五箇年計画は拡大し

た。

四満業の設立(日産の満洲移駐)

←) 鮎川義介に対する陸軍および星野直樹の交渉

一九三七年三月現在，陸軍および満洲国の顔触

れは次のとおりであった。

陸軍省大臣杉山元次官梅津美治郎軍務

課長柴山兼四郎

参謀本部総裁閑院宮載仁親王次長今井清

第一部長石原莞爾

関東軍軍司令官植田謙吉参謀長東条英樹

政策主任片倉衷

満洲国総務庁長(後に総務長官)星野直樹

実業部総務司長岸信介

片倉哀が「満洲が最初にやらなくてはならない

のは，自動車と飛行機だということが，我々の一

致した意見だ、ったんです(16)J と述べているよう

に，当時，自動車工業，飛行機工業の飛躍発展は

緊急の問題であり，陸軍省，参謀本部はともにそ
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の一部を満洲に移設し，自動車にはアメリカ，飛

行機にはドイツの技術の導入を策し，さらに外資

の導入も辞さない考えを持っていた(ただし，陸

軍航空本部のみは満洲国がソ連に近接していると

いう理由で飛行機工業の満洲進出に強い反対を表

明した)。アメリカの自動車の大量生産方式は周知

の事実であり，また，第二次大戦で使用されるド

イツの飛行機の優秀さも，同国に留学した将校の

研究対象となっていたであろう。(後に満業が設立

されると直ちに，自動車についてはフォード，飛

行機についてはドイツ航空省と提携交渉が行われ

ることとなった。)

そして，これら自動車工業，飛行機工業等の急

速な確立と満洲産業開発五箇年計画の遂行のた

め，手腕のある人材の満洲進出が期待された。一

九三七年五月軍務局満洲班鈴木栄治は軍務課長柴

山兼四郎の意を体し，丸ノ内日産館に鮎川義介を

訪ね，自動車工業，飛行機工業等の建設のため，

鮎川の満洲進出を懇請し，従来の産業統制方式を

改正するにやぶさかならざる旨を述べた。当時陸

軍は鮎川の満洲視察の報告を評価し，またその手

腕，力量，就中，外国の資本資材の導入に期待し

た。同年五月下旬鈴木栄治は再度鮎川義介を訪ね，

その意向を確かめた。この噴鮎川には石原莞爾か

らの切望も伝わっていた。

また，星野直樹満洲国総務庁長も鮎川を訪ねて，

満洲自動車工業の創設を引受けるよう依頼した。

鮎川は初めは断ったが，話が進んでいくうちに，

「満洲をみると，様子は米国に似ている。土地は広

い。物も豊富に違いない。そして下手に手をつけ

ていない。ここなら米国式の本格的開発のできる

土地だ。そこへ米国の近代的な機械を持って行き，

本格的な開発を行えば，必ず日本のいまの工業よ

り骨格の太い，力強い工業をつくりあげることが

できる」と述べた。二，三日後，星野が鮎川を訪

問すると，鮎川は，

ア 満洲の重工業開発には米国の機械を入れな

ければならないが，そのためには米国資本を

思い切って入れる必要がある。その担保は満



洲国の資源よりほかにない。

イ 重工業開発のためにはまず別々の会社の上

に，満洲の資源開発，重工業建設の全体を総

括する大会社をつくり，これに全資源，全事

業を集め，この資源を担保として外資を入れ，

総体の開発を進めていく。

ウ 満洲の仕事を引受けるには，自分一人が満

洲へ行っても駄目だ。本格的に仕事をするつ

もりなら，日産が全体として満洲に飛び込ん

でいくという方法によらなければならない。

と，満洲産業開発のためには，全日産を挙げて、満

洲に移駐する決意ある旨を披漉した(1九満洲移駐

を決意するに至った日産側の事情については I第

二節 満洲移駐についての日産側の事情」で述べ

る。

(ニ) 総合開発に関する中央と現地との交渉

満洲産業開発五箇年計画の対満事務局の決定

は，関東軍，満洲国等をして極めて意を強くさせ

たが，資金の調達，資材の手当，技術の投入，労

力の調達等に困難が予測された。

しかし，満洲の産業開発関係者は，一業一社の

経営方式を改正する決意を有しなかった。一九三

七年六月頃鈴木栄治は，軍務局上司の意を体し，

日産移駐，鮎川起用，総合開発に関し，中央の意

向を関東軍に伝えた。しかし，植田謙吉軍司令官，

東条英樹参謀長は，従来のー業一社による産業統

制方式の変革を必要とせず，また軍が鮎川または

日産のみに利益を与えたとの非難，あるいは満鉄

問題の紛糾を懸念し，容易に賛成の意を表するに

至らなかった。また，満洲国側も，星野総務長官

が軍務局より内示を受けたが，岸産業部次長は別

として，松田令輔総務庁企画処長，椎名悦三郎産

業部鉱工司長は容易に承服しなかった(1九

(三) 満業の設立

一九三七年七月七日，日中戦争の勃発により，

満洲産業開発五箇年計画は，前途の多難が予想さ

れたが，事態の切迫はかえってこの計画を促進す

ることになった。同月，軍務課長柴山兼四郎は，

岸案を骨子とするー案をもって杉山元陸相の決裁

満洲重工業開発株式会社の設立と外資導入交渉

を求め，ついで閣議の了解を確立した。馬場鎮ー

内相は閣議の席上，本案遂行には松岡満鉄総裁の

辞任，満鉄社員のボイコツトまで覚悟するを要す

べく，しかし満洲経済開発，我が国国力進展のた

め，実現を切望するとして陸相を激励した。閣議

了解後，各省折衝も最少限の範囲に行われ，特に

大蔵次官賀屋興宣は，支那事変への突入直後で，

資金の調達困難の折柄，外資導入の件を挿入する

よう強く希望した。また，参謀本部は，第一部長

石原莞爾へ連絡の結果，全面的に賛意を表明した。

一九三七年八月，杉山陸相は関係方面との了解

確立に伴い松岡総裁を陸相官邸に招致し，対満事

務局総裁として松岡総裁の了解を求めた。松岡総

裁は提示の案件を快諾するとともに，ただ撫順炭

鉱だけは「将来なるべく早い時期に入ることと致

度」との希望を述べ，杉山陸相はこれを承諾した。

一九三七年八月鈴木栄治主計少佐は渡満し，満

業設立に関する要綱案に関し，関東軍事務当局と

協議を開始した。植田関東軍司令官も，中央およ

び満洲国政府，松岡満鉄総裁快諾の模様を聴取，

これに同意するに至り，要綱案は作成され，以来

中央の関係機関が審議を重ねた。

かくて，一九三七年一O月二二日，満洲国重工

業確立要綱(19)は日本政府の閣議で決定し，同年一

O月二六日満洲国政府も国務院会議で決定した。

この要綱の要旨は次のとおりである。

ア 満業は満洲国政府及び民間各半額出資とす

る。この民間とは差当り日産を予定する。(二

条)

イ 満業は概ね次の事業に対し支配的に投資し

その経営の指導に当る。

(イ)鉄鋼業(ロ)軽金属工業料重工業

(自動車，飛行機等の製造工業) {ニ) 石炭積

業(三条)

なお，日本政府の閣議における要綱審議の

際に I石炭覇業」の項に「石炭積業ニノ、差当

リ満鉄ノ経営スル撫順炭鉱ノ、之ヲ除外スルモ

ノトス」という附筆がつけられた。これは松

岡満鉄総裁の要求を容れたものである。

ウ 満洲国は前記(イ)乃至Lニ)の各事業を営む既
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存会社をして順次満業の支配下に移らしめる

とともに今後前記(イ) 乃至ド)の各事業を営む

新会社は満業の支配下に設立せしめる。(四

条)

エ 前記諸事業の開発経営については外国資本

の参加を認め外国の技術設備とともに努めて

外資の導入を図るものとする。外資導入は「本

案ノ要件トシテ特ニ重キヲ置クモノトス」と

強調された。(五条)

オ 前号の外国資本は各個の事業会社について

はその議決権が半数に達せざる範囲におい

て，満業本社については議決権なき株式に限

り株式資本として参加させる。社債その他貸

付金の形式によるものは制限がない。(六条)

カ 満業の経営は日本民間の有力な適任者にー

任する。(ーー条)

これについても，日本政府の閣議における

要綱審議の際に，.日本民間有力ナル適任者ノ、

現日産社長鮎川義介氏ヲ予定スJ という付塞

が付けられ，鮎川義介が満業初代総裁に就任

することが明確に示された。

五条のように，外資導入に重点を置くべきこと

を法律に明記するのは異例であり，政府と軍の外

資導入に対する期待の大きさを示すものである。

この五条は，閣議原案に追加されたものであるが，

対満事務局次長青木一男は，青木自らがこの追加

を提案したと戦後次のように述べている(20)。

満洲開発を短期に完成するには米国と提携し，

其資本及技術の協力を得ざれば成功し難し，然

るに鮎川は「自分が引受けたる以上早速米国に

渡りその実現を図る」との意見なりき，青木は

此の点極めて合理的方針なるのみならず，門戸

開放の外交方針にも副ひ平素の自分の考へにも

合致せる故此の点を以て青木は寧ろ鮎川進出の

キーポイント(重要点)と認めたり。依って軍

側にも之に対する賛否を照会せる所賛成せるを

以て青木は陸軍側より提示せられたる閣議原案

を修正し「新国策会社の事業の遂行に当りては

外資導入に重点、を置くべきこと」のー箇条を追
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加せり

満洲事変の際，日本は不戦条約および九箇条約

に違反していると世界の非難を浴びたが，青木一

夫は，門戸開放が日本の外交方針であるという前

提で，外資導入に関する五条の追加を提案し，閣

議決定をみた。

この要綱によって，門戸開放と外資導入の方針

と不可分の形で，満業の設立が確定し，一九三七

年一O月二九日公表された。その後，鮎川は渡満

し，関東軍司令官等と会見し，国策決定に伴う日

産の移駐，満業設立について準備し，一一月帰京

した。

日産は，同年一一月まず満洲に移駐し，一二月

一日の治外法権撤廃を期して満洲国法人に変更登

記した。一二月二七日満業設立，鮎川義介を総裁

に任命した。

このようにして，満業は設立された。後年，鮎

川は，満業設立を計画し，推進した人々について，

次のように述べた(2九

思うにこの満業設立劇は，石原莞爾という作者

が軍の要路にいなかったらどうなったかわから

ないだ、ろう。またわたしと同志的役割を果たさ

れた人々(文官では青木一男，岸信介，星野直

樹，賀屋興宣，武官では柴山兼四郎，片倉衷，

鈴木栄治，陰の立回り役では浅原健三，高橋柳

太の諸氏)のなみなみならぬ協力があったから

こそ，見事にできたのである

これらの人々のなかで，企画段階では石原莞爾，

実施段階では岸信介の役割がとくに重要である。

石原莞爾は，宮崎正義に依頼して日満財政経済研

究会を創設し，初めて日満産業五箇年計画を立案

させ，それが後に満洲産業開発五箇年計画に発展

した。石原はこの案の作成にあたり財界人等と協

議し，日本の財政状況等を熟知していた。

次に岸信介は，対満事務局のメンバーとして，

満洲産業開発五箇年計画に関係し，満洲視察の財

界人の人選に預かり，渡満後は星野直樹とともに，



この五箇年計画の実施および満業の設立に努力し

た。岸は，巣鴨獄中で書いた『断想録』中で I余

は満業移駐より先，三菱，三井，住友等の有力財

閥の指導者達と会見して，満洲開発に乗り出すべ

きことを懲憩したが，これらの財閥は消極的で

あったJ と述べ，また「鮎川氏の満洲移駐は最初

は星野長官と鮎川氏との聞に話が進められ，余も

産業部次長としてこれに参画した」と自分の役割

を控え目に述べた山)。しかし星野は日産の満洲進

出について「その発案に岸君が参画し，その達成

に大いに力をつくしたことは疑いのない事実であ

る}23)と岸を賞賛している。満洲国の満業設立工

作は，満鉄改組問題を教訓として，極秘裏に行わ

れた。岸と鮎川が縁戚関係にあったことが，この

秘密工作を進めるのに有利に働いた。

五満業を受け入れた満鉄側の事情と松岡洋右総

裁の声明

満業の設立と満洲総合開発案は，満鉄より鉄，

石炭その他の産業経営を分離する結果となり，一

九三三年の満鉄改組案の実質的施行であった。し

かし，満鉄は今回の満業設立に反対しなかった。

この背景には，満業の設立を受け入れざるを得な

い満鉄の資金事情があった(2九満鉄は，満洲国固

有鉄道の委託経営と軍事的意義の強い新線建設と

に加えて，既設鉄道の整備や港湾その他各種施設，

傍系会社への投資のため，一九三七年春には資金

不足が深刻化した。このため満鉄は，この頃から

固有の鉄道事業に専念して，特殊会社への投資を

むしろ回収する方向に転じていた。このような事

情のため，満鉄にとって特殊会社の満業への移管

は，むしろ望ましいものとなっていた。

また，一九三五年八月満鉄総裁に就任した松岡

洋右は，日中戦争の翌月，星野総務長官に対して

次のように述べた「いまは事態は一変した。日本

は従来蓄積した力を集めて，大陸に向かっていく O

その鉄道交通の部分は満鉄がヲ|き受ける。これに

全力を注がなければならない。それには，満洲国

内の産業開発の仕事まで，やりつづけていくこと

はできない。これは満洲国に思い切って任せた

満洲重工業開発株式会社の設立と外資導入交渉

し斗」。

そして松岡は I昭和製鋼所を満洲国で引き受け

てもらいたしユ」という具体的な提案を行った。松

岡は，華北進出の構想、には莫大な資金を要し，昭

和製鋼等の関係会社に手が回らなくなると考え，

関係会社を満鉄から切り離したいと考えたのであ

る。満鉄総裁の意見に対しては，満鉄内部に異論

が起ったが，松岡総裁や関東軍の説得によって，

満鉄内部は沈静化した。

満業設立が公表された一二月二九日，松岡満鉄

総裁は I国策的大局に立ち新会社の使命に協力」

する旨の声明を発表した(2九

国家躍進途上に於て我社の活動を要する新分野

益々展開されつつあるの時満洲に於てパイオニ

アたる使命を果せる産業を順次分離することは

蓋し必然の推移なり即ち夙に関係会社株式開放

の社是を決し逐次実行し来りたる所以なり，今

回専ら重工業部門を担当すべき国策会社設立せ

らるるに臨み此の部門に属する我社の関係事業

を能ふ限り之に移すべきことも亦当然の措置と

謂ふべく我社は国策的大局に立ち両国政府の決

定方針に遵ひ新会社の使命達成に必要なる協力

を致さんことを期するものなり

この声明で，松岡は，満鉄の華北進出のために，

満鉄の重工業関係の事業の大部分を満業に一任す

るとの決意を示した。しかし松岡は，記者の質問

に答えて I満鉄の直営事業は現在のまま何等変り

なく，撫順炭鉱も依然満鉄で経営することになっ

ている。飛行機や自動車の如きものを迅速に製造

するのが新会社設立の眼目である」とも述べてお

り，満鉄が今まで手がけてきた直営事業を満業に

移管することに尚未練を残しているように感じら

れる。

以上述べたように，満洲国建国宣言，板垣関東

軍高級参謀，満洲国経済建設要綱(関東軍特務部

立案，満洲国発表)，対満事務局次長青木一夫の何

れによるも，満洲国が門戸開放・機会均等を国是
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としていたことは，明らかである。また満州国初

期の経済統制から，満洲産業五箇年計画の策定，

満業の設立に至るまで，外資導入は常に重要な課

題であった。これは，アメリカ等との経済提携に

よって，満洲国の経済の急速な発展を図り，来る

べき対ソ戦に備えようとするものであった(2ヘ

第二節 満洲移駐についての日産側の事情

満洲移駐の勧誘を受けた頃の日産は，金融難と

二重課税によって苦境にあった(2九まず日産は，

その傘下に金融機関をもたないため，資金調達に

苦しんでいた。また，結城財政による増税の影響

は非常に深刻で，子会社個々の所得税および臨時

利得税の増徴があるほか，所得配当金にも特別税

がかかり，かくて日産の蒙った二重課税による増

徴は，半期合計約七十四万円にのぼると推算され

た。星野総務長官は，鮎川が日産の満洲移駐の決

意を披露した時，.アジを釣りに行って，クジラが

かかった}28)と喜んが，当時の日産にとっても満

洲移駐の誘いは好都合な申出であった。

一九三七年一O月二二日，日産は満洲移駐の条

件として「条件要項}29)を提出したが，満洲国が最

終決定したもの(叩)と対比すると表ーのとおりで

ある。

このように，日産は満洲国に対して各種の優遇

措置を求め，その殆どを獲得した。まず，満業は，

設立後一0年間，事業経営のために投下した一切

の資本に対し，年六分に相当する収益および元本

を満洲固により保証された。次に税については，

設立後-0年間の課税免除という日産の要求は容

れられなかったが，日満両国で二重課税にならな

いよう配慮されたほか，将来課税変更があっても

負担が過重にならない約束を交わした。さらに，

民間(当時の日産株主)株式は，満洲国株式に比

べて，配当率について優遇された。このほか，表

1の(注)に記したように，株式担保の社債発行，

日銀・興銀の援助等，資金調達について便宜が図

られた(31)。

表一 日産の提案と満洲国最終決定

日産提案 満洲国最終決定

民間株式に対し年八分に達するまでの 民間株式の配当率が年一割以内の場合

民間(当時の日産株主)株
配当をし，剰余あるときは満洲国株式 は，民間株式二，満洲国株式ーの割合

式と満洲国株式に対する配
に対し年五分に達するまでの配当をす (例民間株式一割満洲国株式五分)。

当率
る。 民間株式の配当率が年一割以上の場合

尚剰余あるときは，これを民間株式二， は，超過分は同率とする(例民間株

満洲国株式ーの割合を以て配当する。 式一割二分満洲国株式七分)

満業成立後~O年間満業が満i1+1国内事

業経営のために投下した一切の資金に

保 証 対し，年六分に相当する収益及び元本 日産提案に同じ

を保証し，満洲国はそれに相当する迄

の補助金を交付する。

二重課税にならないよう配慮する。例

えば満業が日本の子会社から配当収入

税に関する特権
満洲国は満業に対し，成立後~O年間 を受取っても満洲国では課税しないし，

各種課税を免除すること 満業の配当金を日本の株主に送金する

場合にも課税を免除する。又将来課税

変更があっても負担を過重にしない。

株式配当率 配当率を制限しない。 日産提案に同じ

株式の市場性 流通性を阻害しない。

(出所)，条件要項 一九三七年一O月二二日日産提出J'国策会社に対する条件要綱一九三七年一O月二六日 国務院会

議決定J'一九三七年一一月二O日臨時株主総会案内状(日産)J r鮎II[義介資料』より作成

(注)このほか新会社発足後の問題として.(!:株式担保の社債発行ができるよう社債信託法を第七三議会で改正し，②資

金調達については日銀，興銀等をして積極的に援助せしめることなども諒解事項となっていた。
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しかし，鮎川が満洲移駐を決意したのは，金融

難と二重課税の解決のためだけでなかった。満洲

移駐の積極的理由は，日産財閥の主たる事業であ

る重化学工業の更なる発展にあった。わが国産業

の重化学工業化に先鞭をつけたのは，日産，日窒，

森などの新興財閥であった。三井，三菱，住友，

安田の既成財閥が金融，商事，鉱工業部門を含む

総合的企業集団であったのに対し，日産財閥は鉱

業，重化学工業を主とする重化学工業型企業集団

であった。重化学工業関係に限っていえば，日産

財閥の支配下企業は，資本金合計において，既成

財閥のそれを上回っていた(三井一億七一00万

円，三菱一億七九00万円に対して，日産一億九

八00万円)(3九鮎川は，満洲の重工業開発を独占

することによって，この部門での一層の優位を確

立しようとしたのである(33)。

第三節 満業設立問題に関する衆議院の質疑応答

満業設立問題は政界にも衝撃を与えた。第七三

回帝国議会は，日中戦争勃発後初めての通常議会

であり，四八億の支那事変費，三五億の総予算，

三億の増税を可決するとともに，国家総動員法，

電力管理法等を制定した議会であった。この帝国

議会の衆議院予算委員会において，一九三八年一

月二七日，小山谷蔵(34)民政党議員が，満業設立問

題について，杉山元陸軍大臣(兼対満事務局総裁)

に対して厳しい質問を浴びせた。主な論点は次の

四つであった。

一 何故に満洲の重工業を日産に独占せしめる

のか。

二 満洲にも自動車製造会社を設立するのは，

国産自動車産業の育成を目的とする自動車製

造事業法と矛盾しないか。

三 日産の重工業独占によって，万民共楽を図

るという満洲国の経済建設方針は，変更され

たことにならないか。

四 外資導入は，日本の国防と最も密接な関係

を有つ満業の将来にとって危険でないか。

これに対する杉山陸相の回答は，満業設立に対

する陸軍の考えをよく表明していた。まず，同日

満洲重工業開発株式会社の設立と外資導入交渉

午前の質疑応答の要旨は次のとおりであっ

た(35)。

第一に，小山谷蔵議員は「何故に満洲の重工業

を日産に独占せしめたのか」と質問した。これに

対し杉山陸相は次のように回答した「満洲重工業

会社を設立するには相当の資金を要する。この資

金を速かに獲得するためには，そして多くの民衆

がこれに参加し得るためには，日産をこれに充当

する方がよいと考えたのであって，今後において

も日産を入れて，その他の投資を阻止するという

考は，毛頭持っていない」。

日産本社は既成財閥と違い，公開(公衆)持株

会社であった。日産は「株式所有権を一般公衆に

付与して，事業資金を国民大衆より仰ぎ，…・・・事

業より収得した利益を常に安定して投資大衆に還

元」するという構想の下にスタートした(36)。日産

本社は五万人以上の株主を有する公開持株会社で

あり，その株式の分散化が進んでいたことが r反

財閥」を標梼する関東軍の意向に適っていた。

第二に，小山議員は「日本は，現在は三万台乃

至四万台の自動車需要があるが，それすらも国家

の特別の保護(自動車製造事業法)がなければ自

動車製造工業は成立しない。僅か三千台や五千台

の生産台数を目標として一つの自動車会社，飛行

機会社を満洲に設立する理由がどこにあるか」と

質問した。これに対して杉山陸相は r日満経済共

同委員会があって，内地の発展と満洲の発展につ

いて，その当を得るように始終検討を重ねている」

と述べるにとどまった。

第三に，小山議員は「満洲国の経済建設の根本

方針は『国民全体の利益を基調とし資源開発と実

業振興に依る利益が一部階級に聾断さるる弊を除

き万民共楽たらしむるを以て方針の第一とす』で

ある。日産に満洲の主なる産業を全部独占せしめ

て，どこに一部資本階級の聾断を防ぐ途があるか」

と質問した。これに対して杉山陸相は次のように

回答した r日産は広く日本の各地に企業の各別に

仕事をしているその親会社である。したがって，

この親会社の下で働いている所の子会社はいわゆ

る万民である。民衆から成っている所のこの日産
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の出資をもって重工業株式会社ができたので，こ

れを以て一部階級に聾断をさせたという風に御考

になるのは，私共と見解を異にしている-.lo

しかし，この回答では日産を優遇して三井，三

菱と別に扱う理由が明確で、ない。小山議員は「も

し沢山子会社を持っていて，多数の労働者がこれ

に従事しているというなら，三井，三菱は最も国

民大衆的で、あろう」と述べ，日産財閥が満洲の主

要産業を独占することに反対した。

第四に，小山議員は外資導入について，次のよ

うに質問した，外国資本については， 49%は参加

せしめてもよいことになっている。もしアメリカ

の有力なる財力を背景として 49%握った時には，

日本の国防と最も密接な関係を有つ満洲重工業会

社の将来の運命は一体どうなるのか。満鉄が将に

『ノ、リマン』に半ば譲渡されようとする際に，小村

侯がアメリカから帰って来て，既に政府との聞に

覚書まで交換済になっていたのを破棄した。今再

び同様の計画がこのたびのいわゆる満洲重工業会

社によって演出されるのではないか」。これについ

ては，杉山陸相は，wハリマン』事件については私

としても十分に研究をしている。外資を取入れる

ことによって起る所の危険は，十分によく承知し

ている。当時における満洲|の状況と今日における

満洲国は，相当に聞きを生じている」と回答した。

陸軍上層部は，ハリマン事件当時と比べれば，日

本の国力は充実しており，問題なしと外資導入に

理解を示した。しかし，中下層の将校には，国産を

偏重して外資導入に反対するものも多く，後述のよ

うに日米自動車提携交渉等の障害となるのである。

同日午後会議が再開されたが，小山議員は杉山

陸相の午前の答弁にあきたらず，此満洲重工業開

発会社に現れたる諸般の問題は，吾々国民の立場

から見た時は実に危険千万で，又矛盾撞着が現れ

て居る」として，杉山陸相に対して対満事務局総

裁辞任の意思はないか尋ねたが，同陸相はその意

思なしと辞任を拒否した。

この予算委員会の質疑応答を傍聴した丸山幹治

(毎日新聞)によると (37)，小山議員の日産問題に対
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する質問には，時局の核心に触れる鋭さがあり，

雄弁ではないが真撃な態度と狙い所の正確さが人

をひきつけた。他方，杉山陸相は「非常時局」を

背景として陸軍最高責任者としての意見を述べ

た。小山議員は，日露戦争によって得た満洲権益

の殆ど全部を満業に独占せしめることに疑問を呈

した。これに対して杉山陸相は国防産業振興のた

め，自動車や飛行機等を迅速，多量，廉価に生産

するため，取り敢えず日産を利用したと述べた。

満業は既に設立され営業を開始しており，した

がって，日産が財閥かどうかという経済問題，外

資導入の危険性の歴史分析などは，陸軍にとって

は大きな問題でなくなっており，結局，小山議員

と陸相の意見は平行線のまま終始した。

小山議員のような政党政治家の議会質問の背後

には，満業設立のような重大事項が軍のペースで

極秘裏に決定されたことに対する憤港、があった。

第四節 ;商業の事業失敗とその要因

一満業の事業の失敗

表二は，満業の損益計算書と配当率である。当

期純益金は各期を通じてプラスであり，利益配当

も行ってきた。しかし，この配当は，満洲重工業

開発株式会社管理法第一三条によって，年六分の

配当を維持するために十年間満洲固から補給金を

受けることになっていたから可能であったのであ

る。管理法第一三条に依る受入金は年々増加し，

総益金の中で占めるウエイトは高まった。満業は，

一九四二年下期以降は，総益金の約半分を満洲固

からの補助金に依存するようになり，設立後十年

で自立することはほぼ不可能であった。

また，満業は満洲産業開発五箇年計画の重化学

工業部門の遂行機関としての使命を担っていた

が，十分な実績をあげることができなかった。表

三は満洲産業開発五箇年計画の達成状況を示す。

五箇年計画の計画達成率をみると，鉄，石炭な

どの素材部門は，相応の成績を収めたが，自動車，

飛行機などの製造部門は振るわなかった。一つの

理由は，自動車，飛行機等の外資提携交渉が円滑

に進まなかったことであり，他の理由は，日本が，



満洲重工業開発株式会社の設立と外資導入交渉

表ニ満業損益計算書及び配当率

(百万円)

38上 38下 39上 39下 40上 40下 41上 41下 42上 42下 43上 43下 44上 44下 45上

出念 益 金 23.2 25.2 39.3 45.9 49.4 45.9 54.8 55.2 48.3 52.4 55.1 56.2 61.2 75.0 95.2 

配 当 金 15.0 19.1 17.4 21.2 23.8 19.3 17.3 13.8 8.5 6.5 5.1 9.5 12.0 12.3 17.0 

受 取 利 子 1.7 2.2 2.2 2.7 3.9 4.4 8.2 11.8 10.9 12.1 12.0 11.3 15.0 21.8 35.6 
管理法に依る受入金 4.0 3.8 8.1 11.1 11.4 17.5 19.5 19.9 20.3 28.4 33.4 33.4 34.2 40.8 42.2 
有価証券売却益 2.5 11.4 10.8 10.1 4.5 8.7 9.6 7.9 5.2 4.4 1.9 

雑 益 金 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 1.1 0.1 0.8 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 

総 損 金 6.7 7.4 9.0 15.4 18.8 21. 6 27.1 27.9 27.0 30.9 33.7 36.5 43.6 56.9 77.6 

当 期 市竜 益 金 16.5 17.9 30.3 30.5 30.6 24.3 27.8 27.3 21. 3 21.4 21.4 19.7 17.6 18.1 17.6 

(出所)満業営業報告書。安冨歩 n満洲国」の金融~ (創文社・一九九七)図表編-0六頁参考。

表三満洲産業開発五箇年計画

口口口 名 単位
第一次計画 第二次計画 1945年 7月 計画達成率

(修正計画) a (1946年末) b 生産能力 C c /a c/b 

銑 鉄 千魁 4.500 2，290 2，524 56 110 

鋼 塊 千腫 3.160 1，576 1，330 42 84 

鋼 材 千臨 1，200 952 828 69 87 

鉄鉱石 千腫 富 2，990 8，645 54 

貧 13，000

石 灰 千魁 31.110 34，000 109 

石炭液化 千魁 1，770 10，940 

頁岩油 千魁 650 395 280 43 71 

アル 、、、、 地 30，000 15，000 10，000 33 67 

化学肥料 砲 453.990 硫安 301， 000 硫安 240，000 53 80 

自動車 4口矢 50，000 組立製造 9，000 18 

飛行機 4口A 5，000 1，440 29 

電 力 kW 2，570，550 2，708，000 1，710，000 69 

(出所)，第一次計画(修正計画)J'第二次計画(1946年末)Jは『満洲国史』五四一頁，七一七頁による。 '1945年 7月

生産能力」は大蔵省管理局編『日本人の海外活動に関する歴史的調査』通巻第二二冊一一三頁による。電力につい

ては『満洲電業史」による。

戦局の悪化に伴って南方との交通が遮断され，満

洲の鉄，石炭などの増産と日本への移送を強く要

求したこと，そのため満洲の労力と資材が主とし

て素材部門に投入され，製造部門に投入されな

かったことである。

二満業の事業失敗の原因

鮎川は各方面から期待され，自らも大いなる抱

負をもって満洲に来たが，やがて満業の前途に悲

観的な考えを抱くようになった。かれが，戦後回

顧して，満業が使命を果たし得なかった要因とし

て挙げたのは，満鉄系の特殊会社が妨害したこと

と満洲の天然資源が豊富でなかったことの 2点で

ある。

ア 満鉄系の特殊会社が日産の満洲移駐を歓迎し

なかったこと

満洲にはすでに日満商事があって，石炭や鉄など

の重要生産品の販売権を一手に握っており，ほか

にも河本大作が理事長を勤める満洲炭鉱などの特

殊法人があって，鮎川乗り込みに反対してい

7こ(38)。

また，満鉄系の特殊会社が日産の満洲移駐を歓

迎しなかったことのほかに満業を悩ませたのは，

特殊会社の最終的監督権が満洲国にあって，しか

も関東軍が「内面指導」を行ったことであった。

満鉄，満洲国，関東軍という巨大な機構に匝止
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されて，満業は独自の事業計画を立てて，素材部

門から製造部門までの総合運営を自由に行うこと

ができなかった。

イ 満洲とくに東遷道の鉱物資源が喧伝されたほ

ど豊富でなかったこと

満業が設立される直前の一九三七年一O月，東

遺道(満洲国東南部通化省)の鉱産資源を調査

するため，視察団が組織された。視察団には，満

洲固から総務庁松田企画処長・経済部西村次長等，

満鉄から久保理事・田辺建設局長等のほかに専門

家が参加し，その他，鉱発会社山西理事長，興銀

一色理事，大陸科学院吉村研究官，通化省田村次

長等が参加した。

この視察団に同行した満洲日日新聞記者は，一

九三七年一O月二七日から一一月九日までの連載

記事酬において，.製鉄事業に不可欠な石炭が最

も好条件な状態で埋蔵されている通化は『東洋の

ザーノレ」であり，通化省は製鉄を中心とする一大

重工業地帯として出現するのは何人も疑ひを容れ

る余地がない」と書き立てた。しかし，鮎川は技

術者として，前述の視察団報告や満鉄の豪華な調

査報告に惑わされず，現地を冷静に調査して深い

失望を味わった。

私が日本から連れて行った日本鉱業会社のエ

キスパート島田利吉君は，さすがに，満鉄の報

告書に対しては当初から疑念を私にもらしてい

た。六十七，八%純度の美人のような赤鉄鉱の

サンプルには惚々するが，百屯溶鉱炉の一基を

賄うにも足るまいと，島田はひそかに私に耳打

ちしていた。それから製鉄になくてはならぬ粘

結炭に至っては，品質は世界希有と折紙付きの

ものも処々に賦存しているが，鉱床は所謂皮被

りかポケットで，私共の失望を買った。阜新あ

物資源をそれほど重要と考えるなら，満鉄の調査

を鵜呑みにしないで，渡満前に島田利吉やドク

ター・ベーンの実地診断を何ぐべきであったとい

う批判がある。自らの子による事前調査を行わず

に，日産の満洲移駐という大きな決断を下さざる

を得なかったのは，日産に切迫した事情があった

ことと，軍からの要請が急であったことによるも

のと思われる。

東遷道の資源を担保として外資を導入し，満洲

の重工業を建設しようという鮎川の構想は，東逼

道の資源の見込み違いによって挫折した。

以上の二点のほかに，満業の使命達成の重大な

障害となったのが，外資導入の失敗である。これ

については次の「第五節 外資導入交渉とその挫

折』で述べる。

第五節 外資導入交渉とその挫折

一資金計画と第三国からの資金調達

満洲産業開発五箇年計画は，一大産業開発プロ

ジェクトであり，それには多額の資金を必要とし

た。当初計画案の所要資金二五億円でさえ，前述

のように日本の一九三六年度一般会計歳出総額二

四億円を超える額であった。表四は同計画の所要

資金が，計画が具体化するにつれて，二五億円か

ら，四九億五千万円，さらに六O億六千万円へと

増大したことを示す。第三国からの資金も，修正

計画案では七億四千万円，再修正計画案では一三

億三千万円が予定された。

再修正計画案によれば，資金の八二%は鉱工業

部門に投じられ，鉱工業生産の拡大は満業の使命

であった。また，資金の二二%は第三国から調達

する計画であり，軍官民が鮎川に外資導入の期待

をかけた。

たりに石油が有望だといい輔されていたので， ニ外資導入の重要性と可能性

試錐してみたがどうも首尾がよくない，世界的 満業にとって外資導入が重要な課題であること

権威のドクター・ベーンの実地診断を仰いだが はいうまでもない。前述のように，満業の設立を

駄目だった(40)。 定めた満洲国重工業確立要綱において，諸事業の

開発経営については外国の技術設備とともに外資

この鮎川の弁明については，鮎川が東遺道の鉱 の導入を図ること，そしてこれは本案の要件とし
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表四 満洲産業開発五箇年計画所要資金
単位百万円

当初計画案 修正計画案 再修正計画案

(1936.11 作成) (1938年初作成) (1938.7 作成)

鉱 工 業 l. 391 3.880 4.990 

農 畜 産 120 640 640 

門 別 移 民 274 

交通通信 721 430 430 

計 2，508 4，950 6，060 

満 洲 国 1，910 3，070 

資金調達方面別
日 本 2，310 1.660 

第 国 740 1.330 

計 4.950 6.060 

(出所)，満洲産業開発五箇年計画案J r満業重要書類其ー』より作成

て特に重きを置くことと規定された。また，鮎川

はその経歴および力量からみて，外資導入を実現

するのに最適の人物であるとして初代総裁に任命

された。鮎川が初代総裁に任命された理由は，第

一に，鮎川が久原鉱業を経営し，日産コンツェル

ンを創設し，満業創設までに日本の産業界に不動

の地位を築いていたこと，第二に，鮎川の満洲開

発構想を陸軍が評価したこと，第三に，軍の反対

で実現しなかったが，日産とゼネラルモーターズ

との提携交渉を行って妥結寸前までいったこと，

などである。

しかし，鮎川および満業にとって不運だ、ったの

は，満洲事変によってアメリカの態度が硬化して

いたのに加え，満業設立の約半年前に日中戦争が

勃発し，戦火が中国全土に及んだことであった。

日本の占領地の拡大に対応して，アメリカは対日

経済制裁を強化した。さらに三国同盟の締結，南

部仏印進駐に至り，アメリカとの対立が決定的と

なり，遂に太平洋戦争が勃発した。このような国

際環境の下では，アメリカの資本を導入すること

は，実際問題として困難であった。

戦後，鮎川義介を戦争犯罪容疑者(準A級)と

して審問した極東国際軍事裁判所・国際検事局も，

予審でこれに関し質問し，鮎川が答弁した(41)。

国際検事局 満洲国の国状や支那事変の推移に

照し，外資導入は不可能のものと気付かな

カ〉ったカ当。

鮎川 否々私は次のやうな見解を持って絶対可

能の機会があるものと信じつつ大東E戦争

間際迄初志を翻さなかったと申しで障らな

いものである。

(寸満洲国の国是並に之を支援する日本政

府や関東軍の方針は純正且つ不動のもの

と私は確信して居たこと

(斗北支事変は当初の近衛声明を信用しあ

んなに長引かうとは予想しなかったこと

(三) 支那事変が拡大して遂に日本は進退に

窮し夫れが却て契機になって米国大統領

が日支紛争の仲裁に乗り出すことにより

外交関係で一切合切方付く処まで漕付け

るだらうと云う消息が内外財界有識者聞

に伝はり私も之に嘱望したこと

(四) 明日をも預言し得ない国際政局の異変

は本件に何れの日かは合鍵を授けるだら

うと期待させたこと

国際検事局 然らば外資不成功の根本原因を何

と心得居るか。

鮎川 私は之を左の諸点に帰するものである。

(ー) 正統政治力の壊滅

仁) 軍部の統制規律の素乱(下克上，上級

層の責任回忌)

ド) 反英米思想の跳梁

回外交の不手際

註 (ー)伝)は陳述漏れ
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日中戦争下の和平工作の経過をみると，鮎川が

「北支事変」が長期化しないと考えたのは，全く誤

算であった。また，鮎川のいう「米国大統領が日

支紛争の仲裁に乗り出すことにより外交関係で一

切合切方付く処まで漕付けるだらうと云う消息」

は，根拠のある情報ではなかった。むしろアメリ

カは，日中戦争勃発直後の七月一六日にハル声明

を発し，武力行使排撃，国際協定遵守等を主張し，

さらに，一九三八年一O月に至り，日本に対して

公式に抗議し，日本軍占領地域におけるアメリカ

およびアメリカ人の権利，利益を害する行為の禁

止を要望した。このような状況では，鮎川が「太

平洋戦争間際迄初志(外資導入)を翻さなかった」

としても，外資導入の実現性はなかったと言わね

ばならない。

また，岸信介も，外資導入の実現の可能性を質

問されて，.私は関東軍が反対しなかったら，でき

たと思いますね(42)J と述べている。満洲産業開発

五箇年計画，満業，外資導入など一連の政策は，

陸軍中央，関東軍，満洲固などが十分協議の上，

決定されたものである。しかし，その実施段階で

中下層の将校達の抵抗があったことは予想でき

る。

三初期の外資導入交渉一会社設立から一九三九

年前半まで

鮎川によれば，一九三六~三七年頃の欧米はな

かなかの不景気であったため，満業創立にあたり，

その外資問題は世界財界注目の的となり，米国の

財界，実業界にかなりの関心を呼んだ(43)。鮎川は

満業設立後直ちに訪米し，外資導入交渉にあたろ

うとしたが，パナイ号事件山発生のため中止し

た。

一九三九年秋の第二回の訪米計画も外務省の差

止めにあい果たさなかった。

一九三八年一月一六日のニューヨーク・タイム

スは，満業の対米五千万ドル借款申込について，

「日本軍部は今や満洲国に於ける国家社会主義建

設の理想を放棄したと云はれ，満洲固に於ける門

戸開放主義は再び実現の可能性を生じて来た」と

260 

いうパートン・クレーンの論文を載せる一方，

「ニューヨークの消息筋の悲観的見解」を次のよう

に伝えた(同月一八日『朝日~)。

現在のやうな大規模の戦争が日支聞に継続され

る限り借款交渉の如きは殆ど不可能に近い，蓋

し日満支三国の関係は相連関して切離して考へ

ることが出来ないからだ，又米国が斯るクレ

ヂットの申込みに応じ間接に日本の大陸に於け

る立場の強化に援助を与へるやうな結果を招来

すれば，米国は支那の怒を買ふこととならう，

先週の如きニューヨークの一部市場人は日支関

係の最悪化を倶れて日本からの新注文の申込み

には殆ど応じない有様であった

そして，一八日付の同紙は，満業の米資導入問

題は「一般に忘れられた形」となってしまったと

アメリカ財界の冷淡な空気を伝え，その理由とし

て，アメリカでは「パネ一号事件後財界人として

日本に対する融資問題には経済的要素以上に輿論

の動きを気にしなければならなくなったこと」を

挙げたのである。すなわち，アメリカの財界人は，

満洲への投資の経済性を計算する前に，アメリカ

国民の世論と中国人の怒りに配慮せざるを得なく

なった。

それでも満業は外資導入交渉を開始せざるを得

ない。外資導入こそ満業の使命であり，存在理由

であった。鮎川によれば，外資導入の目的は，単

なる借款の取得ではない，先進国の一流筋と資本

的技術的提携を行うことによって，自動車，飛行機

のような重工業を本格的に確立することであった。

この間鮎川は，①鉱物資源調査の名目の下に米

国地質鉱物学の泰斗フォスター・ベーン博士を招

聴した，②昭和製鋼所の改善に付き助言を求める

為鉄鋼業コンサルタントとして世界的名声を有す

るプラサート会社(ドイツ，ゲーリング製鉄所の

設計者)の副社長及び技師を招き，よってもって

外資誘致の下地を固めるに努めた，③満業理事浅

原の米国派遣及び外入金融仲介業者の利用等，手

を尽くしたが思わしい成果を挙げることができな
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して記載している。次にこの報告書によって，満

業設立から一九三九年前半までの外資導入の交渉

相手等を示す。

第一は，製造業者または商人よりクレジットの

条件により機材または製品の購入が確定したもの

である O クレジットによる機械・製品の購入契約

の相手方及び品名(括弧内)は次のとおりである。

かった。

以下に述べる大蔵次官の注意電報事件は，外債

募集が思うようにいかないことについての鮎川の

焦りを示したものであろう。一九三八年三月，鮎

川は新聞記者に，外債募集困難ならば日銀準備八

億に手を附ける必要があると話し，新聞に報ぜら

れた。石渡荘太郎大蔵次官は星野総務長官に次の

ような注意電報を送った(4九 GM(自動車用部品)

ベンツ(ディーゼル車及部品)

オ}ストリア ポーレル(特殊鋼)

カーロウヰツ(機械類)

米

独

独

エマーソン(古機械)

ぺン(古機関車)

コッペル(鉱山用貨車)

ドル(鉱山用設備)

フォード(自動車及部品)

米

米

米

米

米

鮎川氏談トシテ外債募集困難ナラパ日銀準備八

億二手ヲ触ルルノ要アリト伝へラル日銀準備二

子ヲ触ルノ言葉同氏ノ談トシテ穏ヤカナラズ慎

マルル様御話シ有リ度シ」石渡大蔵次官
約50，000，000円

自動車などの製造技術の導入交渉が成立したも

のはなしまたその延払額合計は僅か約五千万円

に過ぎず，当初予定の十億ドルには遠く及ばな

延払額合計

星野長官を通じて注意を受けた鮎川は，石渡大

蔵次官に釈明の電報を送らなければならなかった。

かった。

第二は，事業提携のため株式，社債又は長期ク

レディットによる外資導入を製造業者と交渉中の

ものである。事業提携の相手方及び内容(括弧内)

は次のとおりである。

SKF社(高級ボールベアリング)

メスタ社(圧延機械その他重機)

航空省(機体・ハインケル発動機.BMW)

へンセル社(ディーゼル自動車)

ビュイシング(ディーゼ、ル自動車)

フィアット(飛行機及び自動車)

ディムラーベンツ社(ベンツ自動車製造権)

ハービソンウォーカー社(マグネサイト工業)

フォード社(自動車工業)

ライヒトメタル社(軽合金製造工業)

-スウェーデン

米

独

独

独

伊

独

米

米

独

•••••• 

星野長官ヲ通ジ御注意ノ件了承」実ノ活己者ヨリ，

目下外資輸入反対論ガ強イガ其ノタメ外資ガ出

来ヌトナレパ今回ノ計画ハ実現絶対不可能ニ終

ルカトノ質問ヲ受ケタルニ対シ「必ズシモソウ

トハ限ルマイ必要ガ絶対ナラパ政府ダッテ日銀

保有正貨ニ手ヲ附ケルダラウ」ト漫談的ニ語リ

シニ過ギザリシガ図ラズモ御心配懸ケ遺憾ニ存

ジマス」以後注意致シマス」鮎川

以上技術提携に関する-0件中金額の概数を記

載した七件(・印)を合計すれば，総額約一億三

千万円である O しかし，これらの中で本格的な交

渉に応じた会社は，アメリカのフォード社のみで

ある。フォード社との提携交渉の経過は「第六節

目産(満業)とフォード自動車との提携交渉」で
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約 130，000，000円金額合計

満洲産業開発計画には，膨大な資金を要するの

で，かりに外資導入が困難ならば，政府は日銀準

備に手を付けてもこの計画を支援するであろうと

鮎川は期待し，それを漏らしたことが金融当局を

刺激したのであった。

一九三九年七月二O日鮎川義介は「外資問題経

過報告}46)を提出した。鮎川は，この報告におい

て，外資導入について「他日必ずや打開好転の機

運到来すべきを信じ鮎川は依然初志の貫徹を期し

て万全の手段を講じつつある」としつつも，

までの外資導入交渉の失敗を認め本問題に付現

在迄の不首尾なる足取り」を適記したのである。

この報告は，外資導入が確定したもの，外資導入

を交渉中のもの，金融業者による外資調達に三分

それ
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述べる。

第三に，海外金融業者の手による，アメリカや

ドイツ等からの外資の調達である。満業の希望し

たところは，海外金融業者を利用して生産機材を

任意に買付け得る長期巨額の外資調達にあった。

外資導入の交渉相手は次のとおりであるが，いず

れも一流の金融業者でなく，交渉は成立しなかっ

fご。

ウイットラー (上海)Iシャンドラー(米)

マイエル・ベーカム (独)Iクライマン (米)

ミュエデ・フォーコンプレ(仏)I立花良介 (日)

モーデルハンメル (独)Iマレー (米)

一九三八年一二月から一九四一年二月まで満業

の副総裁を勤めた吉野信次は，鮎川義介の金融業

者との交渉について次のように述べている(47)。

当時鮎川さんはアメリカのいろんな金融ブ

ローカーを使って外資の導入に苦労しておられ

た。しかしなにせ非常に日本の人気が悪いので

すね。満州事変以来。だから一流の会社は日本

を相手にしないわけです。アメリカ政府の思惑

も考えているでしょうからね。二流三流の金融

ブローカーというようなところと折衝していま

したね。

満業は，会社設立直後から短期間に，自動車製

造，航空機製造会社等を中心に，世界の一流企業

と交渉した努力は認められるが，主要国の承認し

ない満洲国の新設会社に，莫大な資金と先進技術

を容易に供与する企業があるはずもなし ~O億

ドルの外資導入は全くの画餅に終った。

四後期の外資導入交渉一一九三九年後半から

日米開戦まで

鮎川は，製造業者や金融業者との交渉が不調に

終って，次の二つの行動をとることになった。

一つは，アメリカ国民に直接呼びかけることで

ある。一九三九年一一月，満業総裁秘書役・三保

幹太郎は，満洲国産業開発に就いて」と題し，

NHK海外放送で英語で講演した(48)。三保は，満
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洲国で現在進行中の広大な開発はどのような言葉

でも言い尽くせない程すばらしいものであるJ'ア

メリカが西部を開発したように，日本の開拓者も

満洲国で大きな成果をあげている」などと述べ，

アメリカ国民に対して，満洲国における近代都市

の成立，鉱工業の発展状況を誇大に述べた。

そして最後に「欧州、|の投資家や産業 Onvestors

and industries)がアメリカの開発に参加したよう

に，また合衆国東部海岸の投資家や産業が太平洋

沿岸の建設に参加したように，アメリカ初め各国

が満洲固において日本とともに働くこと」を呼び

かけたのであった。意外な程の門戸開放ぶりであ

る。このようなラジオによる呼び掛けは，恐らく

あまり効果がなかったと思われるが，外資導入の

ためにあらゆる方策をとろうという姿勢が窺われ

る。

鮎川がとったさらに重要な行動は，内外の政治

家，外交官，軍人への働きかけである。鮎川はヒ

トラーと会見し，またルーズベルトとの会談も切

望していた。

(ー) ヒトラーとの会談

駐満ドイツ公使のワグネルが鮎川に「満洲の大

豆とドイツの機械とのパーターを行えば，満業の

計画は遂行できるのではないか」と言ってきた。

そこで鮎川はドイツ行を決心し，一九三九年一二

月末，星野長官からの約一万トンの大豆のワクを

もって，岸本勘太郎と三保幹太郎を帯同し，満洲

里からシベリア経由で，モスクワに立ち寄ったの

ち，一九四O年一月ベルリンに着いた。ドイツの

工場は油脂や飼料の供給が行き詰まっていたの

で，鮎川は大豆のお陰で各工場の歓待を受けた。

鮎川は大豆一万トンをどのように配分するかにつ

いては，最後にヒトラーの裁定を仰ぐつもりで

あった。来栖三郎駐独大使はヒトラーに対し，鮎

川との面会を申し込んだ。ヒトラーは多忙で一度

は断ったが，一九四O年三月面会に応じた。しか

しヒトラーは，今ドイツは戦備が第一だ。大豆の

見返りに機械を外国に出す余裕はない(49)J と鮎川

の要望を受けつけず，結局，満洲の大豆とドイツ

の機械とのパーター交渉は成立しなかった。ドイ



ツは，四月九日のノ/レウェー・デンマーク侵攻作

戦，五月一O日のオランダ・ベルギー・フランス

侵攻作戦を目前にして，軍備の拡充に力を注いで

おり，満業に機械を輸出することはできなかった。

鮎川はこのあとドイツからアメリカに渡る予定

であったが， ドイツ滞在中に来栖大使から忠告を

受けて，渡米を見合わせた。満業の外資交渉に対

する来栖大使の批判は I外資を米国一点張でいく

のはすこぶる賢明，併し其れは外交の転換に倹つ

外ない。其の内好機必至，夫迄は焦るも詮なし隠

忍自重可然こと。}50)というものであった。

鮎川は三保幹太郎だけを欧州から渡米させ，自

らは一九四O年四月帰国した。

(司 対ルーズベル卜工作一グル一大使との折衝

これ以後日米開戦までに鮎川がアメリカ側に対

して行った工作は，単なる外資導入交渉の範囲を

超えたものであった。

米内光政内閣のとき(一九四O年一月~七月). 

鮎川は，知合いのアメリカ・リパブリック・スチー

ル会社在日代表兼東京トラスコン会社社長であっ

たロパート・ F.モスの紹介で，駐日アメリカ大

使ジョセフ・ C・グルーに会い，極東問題の解決

策について懇談した。鮎川は，その際，ルーズベ

ルト大統領に直接会いたいから取り計らってもら

いたいと大使に依頼した(51)。なお，鮎川は，陸軍

中央および関東軍に対して，事前にこの工作を通

幸Rしていなかった(52)。

一九四O年七月一二日付で，さきの依頼に対す

る反応として，グルー大使のメモランダム(53)が届

いた。その要旨は次のとおりであった。

私は日米関係についての貴方の考えをアメリ

カ政府に伝えました。アメリカ政府は貴方の考

えを興味深く検討し，日米両国の協力関係の増

進に寄与したいという貴方の願望を高く評価し

ています。

極東情勢の解決全関係国にとって公正にし

て満足すべき解決ーをもたらす可能性があると

貴方は信じており，また，アメリカを訪問して

しかるべき政府官僚の前で直接に自分の考えを

満洲重工業開発株式会社の設立と外資導入交渉

述べたいと貴方は思っているので，この時期に

アメリカへ旅行したいと望んで、おられるでしょ

フ。

貴方がアメリカ旅行を決意されるならば，ア

メリカ政府官僚は極東問題について貴方と喜ん

で討議することを私は保証します。

このメモランダムは，鮎川が訪米すれば，アメ

リカ政府官僚American officials (appropriate 

American Government officials)が会談に応ず

ると述べているだけで，ルーズベルト大統領と会

談できるとは書いてないのであるが，鮎川は非常

な朗報と受けとった。しかし，この頃日米関係は

悪化していた O 同年六月二二日ドイツ軍がフラン

スを降伏させ，日本国内でドイツとの同盟論が再

燃したとき，陸軍は米内光政首相では対独接近が

不可能であるとして，陸相畑俊六を辞任させ後継

者を出さなかったので，同年七月一六日，米内内

閣は総辞職のやむなきに至った。日本の日独伊三

国同盟への傾斜に対抗して，アメリカは同年七月

国防法を制定し，武器・軍需品・原料資源・航空

機部品・光学器械等を輸出許可制にし，特に日本

に対しては航空機用ガソリン・高精度の屑鉄をも

輸出許可制にした。このような情勢の下では，鮎

川の訪米は極東問題の解決になんの効果もなく，

渡米を断念せざるを得なかった。

信) 梅津美治郎関東軍司令官への答申

しかし，鮎川は外資導入については，あくまで

も執念を燃やし，手を尽した。一九四O年六月二

九日，鮎川は満業監督の最高責任者たる梅津関東

軍司令官に対し，次の答申書(日)を送っている。し

かし「対米協定ノ商議」は進まず，鮎川の答申は

結局実現しなかった。

外資問題ニ付御願

(前段省略)

就テハ日本政府ニ於テ愈対米協定ノ商議ヲ進メ

ラルル場合ニハ是非共満洲ノ外資問題ヲ左記条

件ノ下ニ織込マレンコトヲ願望シテ巳マナイ次

第デアリマス
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1 満洲閏政府ハ満洲ノ産業開発ニ要スル機

材ト技術トノ購入代金ニ充当スル目的ヲ以

テ先ヅ十億弗程度ノ外貨公債ヲ発行スルコ

ト

2 米国政府ハ責任ヲ以テ斡旋シ当業者ヲシ

テ前記満洲国弗貨公債ヲ引受ケシムルコト

3 米国政府ハ右公債ノ手取金ヲ以テ購入セ

ラルル機材ト技術トノ円滑ナル供給ヲ保障

スlレコト

以上，鮎川の外資交渉について述べた。鮎川は，

まず製造業者や金融業者と交渉したが失敗に終っ

た。そこで政治家に対する工作を行ったが，国際

関係の悪化はいかんともしがたしこの工作も効

果がなかった。マイラ・ウイルキンズ氏(経営史

専攻)によれば，日本がアメリカ資本の満洲導入

を希望していたことは，アメリカ人には殆ど知ら

れておらず，商務省，国務省関係資料の中にもそ

れを実証する記録がない(日)。鮎川は，自ら認めて

いるように，満業の使命として外資導入の件を強

調したことにより民間の或層の手厳しい反感を誘

発し，さらに，其の外資導入が世人の予想に背き

一向芽を吹かなかったこと(聞により，二重の非難

を受けたのであった。

第六節 目産(満業)とフォード自動車との提携

交渉

前項で，満業の外資導入交渉が失敗に終った事

情について，一般的に述べた。この項では特に，

鮎川が最も力を入れたフォード自動車との提携交

渉の経緯を述べることとする。鮎111は，国際情勢

に鑑み，フォード自動車の技術を満洲へ直接に導

入することを諦め，まずフォードの技術を日本内

地へ導入し，しかるのちに満洲へ技術移転するこ

とを企図したのであった。

一満洲移駐前の日産とアメリカの自動車会社と

の交渉

日産は，実は満洲移駐前からゼネラルモーター

ス(GM)およびフォードと事業提携の交渉を行っ
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ていた。日産は，一九三二年から GMおよび

フォードと接触を開始して，両社の日本事業(日

本GM，日本フォード)の支配権を日産に譲渡す

る意思があるかどうか打診した。当時フォードは，

日本フォードの四九%の株式譲渡の用意はある

が，過半数株式の譲渡は社是として絶対に認めら

れないとのことであったので，同社との交渉に入

らなかった。

しかし GMは，条件次第で日本GMの支配権の

譲渡を考慮する意向があることが明らかとなった

ので，日本GMの株式の過半数買収を核心とする

提携交渉を進めた(57)。一九三三年九月二三日鮎川

と日本GM専務K.A.メイは，日産との提携案を

作成した。この案では，次のことが記載されてい

る。

ア GMは，日本GMの株式四九%を日産に売

却する。そして，その株式の二%を契約後五

年以内に日産に追加譲渡し，日産が合計五

一%取得する。

イ 日産は，自動車製造会社(後に日産自動車

と改称)の株式の五一%を買い取る「オプショ

ン」を日本GMに与える。

一九三四年に入ると，日産と GMとの交渉は具

体的段階に入り，同年四月二六日日産と GMとの

聞に提携契約が成立した。この契約で， GMは，

イの「自動車製造会社の株式の五一%を買い取る

オプション」を四九%に下げることに同意したが，

その代わりに，その株式を取得する主体を日本

GMでなく GM本社たることを求め，鮎川はこれ

を認めた。

大蔵省の青木一男外国為替管理部長と商工省の

竹内可吉工務局長は，この案を了解した。しかし

軍部は，商工省を通じて「日本GMの株式を即時

取得すること J I自動車製造会社の株式を GMに

分割所有させないこと」を要求した。鮎川は，日

産が日本GMの経営権を即時取得し，さらに，GM

本社でなく日本フォード(日産の支配下に入る)

が日産自動車(自動車製造を改称)の株式を所有

するという案であれば，軍も反対しないであろう

と考えた。この案について GM本社の同意を求め
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たところ，同社は全面的に受け入れた。しかし， う。

これについても軍は「横浜の日産自動車会社に外

国会社のインタレストの入ることは到底容認しが

たし」と主張した。

そこで，鮎川は，-日産は日産自動車の株式の買

戻権を保持せざれば軍の承認を得ることはできな

い」と再度GM本社に譲歩を求め，この最終案の

承認を得た。この最終案について，商工省は賛成

の意向を示したが，軍ははっきりした返事をしな

かった。このため，一九三四年一二月三一日，日

産と GMとの提携交渉はご破算となった。(第一

次交渉)

一九三五年夏GM代表者の訪日を機会として

提携交渉が復活し，日産自動車と日本GMとの株

式交換による合併を協議し，大体合意に達した。

しかし，当時既に政府は自動車製造事業法制定の

準備を取り進めていた際なので.GM側はその私

企業的経営方針と日本政府の国策的方針に基づく

日産側の要求との聞に生ずる摩擦に不安を感じた

もののようで，一九三六年一月遂に決別の意思を

表明してきた。(第二次交渉)

なお，この自動車製造事業法(一九三六年五月

二九日法律第三三号)は，日本が自動車の国産化

を目指して制定した法律である。この法律制定後

日本フォードは年産一万二三六O台，日本GMは

同九四七O台に制限された(5ヘ
以上の提携交渉をみて感ずるのは次の三点であ

る。

ア 軍部が最後まで反対の態度を崩さなかった

こと

軍部は自動車の国産化に拘り，自動車製造

事業法の制定を急いで、いた。

イ GMが譲歩に譲歩を重ねたこと

GMは，日本の自動車国産化の政策が具体

化しつつあり，やがて日本GMが日本から撤

退せざるを得なくなることを予想していた。

ウ 鮎川の粘り強い交渉

鮎川は.GMに再三譲歩を求め，交渉成立

寸前までこぎつけた。軍の反対がなければ，

両社聞の提携の合意は成立していたであろ

一 満洲移駐後の日産(満業)の提携交渉
日産の満洲移駐後，再びアメリカの自動車会社

との提携交渉が始まるのであるが，今度はGMに

営業権譲渡の意思がなく，フォードと交渉するこ

とになった。フォードとの提携については，日産

(満業)とフォードの提携交渉， トヨタとフォード

の提携交渉，日産・トヨタ・フォード三社の提携

交渉と三通りの交渉が行われたが，結局いずれも

取止めとなった。

(→ 日産(満業)とフォードの提携交渉
本節の冒頭に述べたように，満業は，初め満洲

国内にアメリカ資本を導入して自動車工業を起こ

すことを望んだが，満洲国を承認していないアメ

リカ政府が，それを許可する見込みはなかった。

そこで一九三八年中頃から，満業は，日産とフォー

ドとを提携させ，日本内地にアメリカの資金と設

備を導入して，間接的に満洲の自動車工業の確立

を図ろうと考えた。

一九三八年九月，日本フォード支配人コップは，

満業総裁鮎川義介に対し，次のように述べた(5九

ア アメリカ・フォード本社が，満洲において，

満業と直接提携することには異議が出る。

フォードの商売の九割はアメリカ本国で行わ

れるから，アメリカの一般大衆の感情に注意

しなければならない。しかし，日本フォード

を通じて間接的に提携すれば，このような異

議は生じない。

イ 工場を横浜に建設し，堅実にして且つ利益

のある基礎の上に，自動車の組立作業から製

造作業に漸次進むことが実行可能な方法であ

る。

ウ 満洲国又は日本に工場建設を決定するにあ

たって，来たるべき五年間の一年あたり自動

車需要量を合計三万五000台と推定する。

(その内訳は日本三万台，満洲三千台，北支二

千台)。

エ 満業としては，他の製造会社及び外国製造

会社との競争を考慮し，前記合計の半分即ち
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一万七五00台を自社の掌中に納め得るもの
とする。

一九三八年一O月二六日に，満業は，日産と日

本フォード(F) との合併案を提示したが，その

概要は次のとおりであった(60)。

ア 日産は日本Fを吸収合併し全額払込済株式

二千万円を米国Fに手交する。日産株の持分

は日本側六0%.米国側四0%とする。

イ 日産は. F製造に係る一切の車及び部分品

の日本，満洲及び支那における販売及び製造

に関する排他独占的利権を有するほか，日産

が製造する車及び部分品をその他市場へ輸出

することが認められる。

ウ 満業が企図する満洲白動車事業は無償で日

産より利権の分与を受け，製造設備施設及び、

車製造に関する一切の技術的指導と援助とを

受ける。

この満業提案について，フォード本社が問題と

したのは，次の三点であった(61)。

ア グッドウィルの評価

鮎川の提案は，極めて高価なグッドウィル

(暖簾代，営業権)に対して何等の支払も認め

ない提案である。フォードが長年にわたりア

メリカの工場で開発した貴重な技術及び製作

方法を考慮、していない。

イ 製造した自動車の販路

日本会社に付与される販路は，日本の勢力

範囲即ち日本，満洲及び日本支配下の支那に

限られる O 鮎川の提案のように，それ以外の

地域に輸出する権利を新会社に与えることに

は同意できない。

ハ為替管理

合併後の資本増加については，日本から資

金を合理的自由に搬出することを制限する為

替管理の存続する限り，アメリカからドル，

機械類を持ち出して，新会社に払込をするこ

とには同意できない。

フォードが作成した「提案条件要綱同)J を送付し

てきた。それによると，

ア 日本フォードは，日本政府の許可が与えら

れることを条件として，資本を増加し日本側

をして参加せしめる。この増資により，米国

フォード側は内密的には株式過半数を所有す

るも，表見的には日本人をして株式過半数を

保持せしめ，もって自動車製造事業法による

許可会社たるべき資格を整える。

イ 米国フォードは，新工場の設計，建築及び

作業に関レ必要な凡ての技術的援助及び設計

的情報を提供する。

ウ 米国フォードは，日本フォードに対して日

本，満洲及び日本の勢力下に帰すべき支那各

地を含む地域におけるフォード車の排他的製

造，組立，販売権を賦与する。前記地域外の

輸出については，米国フォードはその地域の

関係会社と日本フォードとの聞に取極めが成

立するよう援助する。

エ 日本フォードは米国フォードに対して暖簾

代としてある金額を支払う。

オ 所定の増資後二箇年経過せる時またはそれ

以前もし重大な反対が米国において存在せざ

るに立ち至った場合には，米国フォードは日

本フォードの株式再分配に同意し，よって

もって日本側が五一%.米国フォードが四

九%を所有することになるようにする。

とあり，特に下線部は日本側に配慮した案となっ

ている O しかし米国フォードは，日本フォードの

株式半数を売却し，その代金を米国に送金し得る

ことを条件として日本人と提携し，新工場建設の

用意ありと申し入れたものであった。株式売却代

金千八百万円相当のドル送金は，日本政府の承認

を得るのが困難な問題で，このため日産とフォー

ドの提携交渉は挫折した。

に) トヨタとフォードの提携交渉

一九三八年七月トヨタとフォード社との聞に提

携問題が起こった。フォード社は日産と提携交渉

一九三九年六月一九日，日本フォード副支配人 のかたわら， トヨタとも提携交渉をした。鮎川が

ゼー・シー・アンケニーは鮎川に対して，米国 満洲に重点をおき，話が判然としない状態であっ
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たので，適当な相手方を探していた(耐というの

が，日本フォードの弁明であった。商工省および

陸軍省はフォードとの提携を許可すべきか否かに

ついて協議した。軍部は，戦地におけるトヨタ自

動車の性能について改良を熱望し，商工省として

も技術の向上その他の点より考えて， トヨタと

フォードとの提携を希望した。それから交渉が進

展し，一九三九年初めトヨタとフォードとの提携

交渉は合意に達した。しかし，一九三九年三月二

九日を最後として，商工省の命によりフォードと

の交渉は商工省の手を通じて行うこととなった。

トヨタ，日産個々の交渉は中止するよう命令が

あったので，その後交渉は一時中断の形となった。

これについて， トヨタは「わが社は，事前に，内

地関係の陸軍省整備局の了解を得ていたのである

が，満洲関係の問題を扱っていた軍務局がこれに

反対したため，提携交渉は白紙に戻された}叫と

述べている。

しかし，この後もフォードは日産とは交渉を続

け，同年六月一九日に前述の「提案条件要綱」を

日産に送っている。してみると，日産(満業)関

係者が満洲関係を担当する軍務局をして， トヨタ

とフォードの提携交渉を中止させたものと推定さ

れる。

(司 日産， トヨタ，フォード三社の提携交渉

一九三九年七月一五日に商工省機械局は，日産，

トヨタ，フォード三社の提携を指示した。

輸入自動車の国産化に関する件(65)

機械局

1 トヨダ及日産ト「フォード」ト提携シ二許

可会社ト別箇ニ日本ニ一定ノ生産能力ヲ有ス

ル自動車製造工場ヲ設置セシムルコト

許可会社以外ノ者ノ提携ハ之ヲ認メザ、ルコ

ト

2 右新会社ノ内容ハ事業法ノ許可条件ニ合致

セシムルコト

3 新会社ハ部分品ヨリ一貫シテ自動車ノ製造

ヲ為ス設備ヲ設クルコト

4 右ノ設備ニ必要ナル輸入資材ノ¥主トシテ

満洲重工業開発株式会社の設立と外資導入交渉

「フォード」ノ現物出資トシ且必要ナル技術者

ヲモ派遣スルコト

5 提携条件ノ詳細ニ付テハ総テ商工省ノ承認

ヲ要スノレコト

これは，トヨタ及び日産両社とは別個に，日産・

トヨタ・フォード三社が提携して一会社 (F社と

仮称す)を設立し，新たな自動車製造工場を建設

する構想、である o 一九三九年九月鮎川満業総裁と

豊田利三郎トヨタ社長はこの件に付いて意見を交

換した(刷。

鮎川は，この構想、に賛成で.'F社製造開始の暁

は. F製品が市場を圧倒し，日産， トヨタ両社共

苦境に遭遇する事明らかなり。商工省の云うが如

くFをして三万台を製作せしむる事をなさず. F 

をして重要なる部分を作らしめ，日産， トヨタ又

夫々担任部を定めて製作し，この三社の製作品を

集めて完成車を作るをもって最も安全な方策だ」

と主張した。

しかし，鮎川の考えに従えば，日産もトヨタも，

重要部分を製作する F社に従属する子会社のよう

になってしまう。豊田社長は，日産，トヨタ共に

Fの前に屈服せねば自動車は出来ないのかと疑問

を抱かしむる事となり今日まで政府並びに両社が

国策使命遂行のために血の出るような建設的努力

をしたことが水泡に帰する」と，この案に強く反

対した。

関係の三社が交渉の結果，一九三九年一二月，

トヨタも，新会社設立に関する三社聞の契約書

案(刊を承認し，資本金六千万円，出資比率フォー

ド四0%. 日産三0%. トヨタ三0%の新会社を

設立することになり，仮調印も行われた。しかし，

調印の寸前になって当事者の一部から異論が出

て，正式調印に至らなかった(68)。

トヨタ・日産・フォード三社提携案が急に浮上

し，また消えた理由は不明であるが，軍が自動車

の国産化にこだわったこと，日産とトヨタの確執，

官庁聞の争(商工省対陸軍省，軍務局対整備局)

等いろいろな要素がからんだものと思われる。
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以上要約すると，満洲国における自動車工業の

確立は満業の重大使命の一つであり，できる限り

迅速に最新式の生産設備を設置しようとし，その

実現にはフォード社との提携が最善の方策である

と確信し，満業は創立以来その方針に向って努力

を傾注した。その結果フォード社においても満業

と提携する意向を持つに至ったが，パナイ号事件

の発生，日中戦争の拡大やそれに伴うアメリカ在

華権益の侵害によって，アメリカ官民の対日感情

は悪化の一途を辿り，このためフォード社は，満

洲に対する直接投資を拒否した。よって満業は，

次の策として，横浜の日産自動車株式会社(満業

の在日関係会社)と日本フォード(フォード社の

在日関係会社)との提携をまず実現し，これを通

じて満洲の自動車工業の確立を促進する案を樹て

てフォードとの交渉を継続した。フォード社はこ

の案に対して原則的同意を表明し，具体的条件を

試案として提示したが，多額の外貨送金問題が障

害となった。一方，日本フォードは日産と協議し

ながらトヨタとの提携も模索していた。さらに商

工省機械局が日産・トヨタ・フォード三社提携案

を提示するなど，日米自動車提携交渉は，日産，

トヨタ，フォードの三社に商工省，陸軍省(軍務

局及び整備局)が介入して複雑な展開を辿り，結

局，日産とフォード， トヨタとフォード，日産・

トヨタ・フォード三社のどの提携案も実現しな

かった O

三 アメリカ圏内の情勢一政府と大衆の反日態度

このように日米聞の自動車提携交渉は日本

フォードを軸に二転三転し，ついに不成立に終っ

たが，その背景にはアメリカの反日感情の激化が

あった。一九三九年頃，アメリカ政府が日本との

取引に反対した例を次にあげる。

ア 満洲固に対するクレディット取引禁止

満洲国向五千台の車両供給に関し合衆国政府

当局は公式書面を以て満洲国に対するクレ

ディット取引禁止をフォード本社に通告した。

その結果フォードはこの取引を日本フォード対

同和自動車(満業の関係会社)の日本における
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普通取引という建前に変更したが，それでも米

国政府は釈然とせず，ワシントン政府および東

京の米国大使館へ出頭説明を命ぜられた。この

政府の抗議の根拠は，一九二三年に政府の取決

めた，ある方針にあり，それは判然と，先般の

同和自動車との取引等を禁止するものではない

が，解釈に拠って禁止した(問。

イ 日本の手形割引の禁止

まとまった金額のクレディットは，私人にし

て，政府の方針を無視し，且つ政府の叱責を冒

険する者を通ぜざる限り不可能である。禁止の

法律はないが，政府は輸出銀行を通じてあらゆ

る銀行に対し日本の手形を割引すべからざる旨

を告知せしめている (70)。

アメリカは，日中戦争の際に交戦国に中立法を

適用すると，日本の方に有利であるとして，同法

の適用を行わなかった。 cash-and-carryの原則に

従う限り，日本はアメリカから軍需品や原料を従

来通り購入することができ，一方中国は日本海軍

による海上封鎖によりアメリカから輸入し得ない

からである。しかし，アメリカは，いろいろな形

で日本に不利益を与え，中国を援助した。上述の

日本及び満洲国関係の禁止措置は，明確な法的根

拠はないが，アメリカ政府の行政措置としてとら

れたのである。

フォードと日産の提携は，ルーズベルト政権の

存続する限り，実行不可能であった。翌一九四O

年の大統領選挙を控えて，政府当局は神経過敏と

なっており，アメリカ世論が問題にしそうなこと

を，政府は絶対に許容しなかった。フォードとし

ても，アメリカ政府の反日態度に配慮する必要が

あったが，それ以上にアメリカ大衆の態度に留意

しなければならなかった。なんといっても，大部

分のフォード車の販売先はアメリカ国内の大衆で

あり，日本の商売はフォード全体から言えばウエ

イトの小さいものであったから，日本の商売がア

メリカの商売に悪影響を及ぽす危険は断じて避け

なければならなかった。かくてフォードは，日産

との提携交渉に全く興味を失った。一九四O年五

月の在ニューヨーク，マレ一発，鮎川総裁宛電報



によると，樺山伯爵(71)はブォードの役員に面会を

求めたが拒否された。

おわりに

外資導入交渉が失敗に終ったことは今まで述べ

たとおりであるが，当時の人人が，なぜ外資導入

が可能であると考えたかについて，次に述べるこ

ととする。

第一は，アメリカ政府の対日政策やアメリカ人

の対日感情に対する無理解または軽視である。そ

の例として，日満財政経済研究会の「日米経済提

携要綱」と石橋湛山の「満洲・華北の国際開発論」

について述べる。

満洲事変の際，一九三一年一O月八日の錦州爆

撃を機として，アメリカの態度は硬化し，翌年一

月七日アメリカのスティムソン国務長官は，日本

の満洲侵略に対して不承認主義の宣言を行った

(スティムソン・ドクトリン)。また，日中戦争勃

発直後の一九三七年七月一六日には，ハル国務長

官は武力行使排撃，国際協定の遵守等を要求する

声明を発表した(ハル声明)。このように，日本の

中国侵略に対しては，アメリカ政府はその都度日

本を非難しており，日米の協力は困難であった。

しかるに，宮崎正義を長とする日満財政経済研究

会は，日中戦争勃発の二カ月後に「日米経済提携

要綱(72)Jを発表した。その概要は次の通りで，後

に鮎川が行おうとした計画に類似した点もある。

一次の日米合弁会社を組織し，資本を折半す

る。

日米航空機製作会社 資本金一億五千万円

日米自動車製作会社 一億円

日米機械工業製作会社 三億円

日米工作機械工業製作会社 五千万円

なお，米国投資分は三億円とする O

二満洲及び北支においては，各々日米合弁の

開発会社を設立し，これをして各産業に投資

せしめる。なお，満洲及び北支における米国

投資分は三億円とする O

しかし，日中戦争が継続，拡大するかぎり，ア

メリカ政府は，日本の経済力，軍事力の強化に役

満洲重工業開発株式会社の設立と外資導入交渉

立つような日米経済提携を承認する可能性はな

かった。

次に，一九三七年一二月一一日付の『東洋経済

新報』は「此の際満洲にでも，北支にでも善い，

相当額の外資を導入する道が聞けるならば，其の

我が国を利する所の大なるは言うまでもない。そ

れはただに経済的にばかりでない。更に政治的に

我が国際関係を良化する役目をもまた果たすであ

ろう (73)J という「満洲・華北の国際開発論」を提

起した。また一九三八年新年初号の「希望に輝く

新年の日本財界」という論説は「たとい列国が国

際連盟規約の所謂経済制裁を我が固に加へ来ると

も，記者は断じて恐るるに足らぬと信ずる」と述

べ，我が聞の矯和条件案として五条件(記者自ら，

形式的に解すれば支那の所謂領土保全，門戸開放

等の主義に反すると述べる)を提案した。さらに，

満洲と北支への外国資本の導入は大いに有望であ

ると述べ，その証拠として，ジャーナル・オヴ・

コマース主筆のジュールス・アイ・ボーゲンの「米

国は北支投資に日本と協力の用意あり」という論

説を同号に併載した。ボーゲンはこの中で「合衆

国の産業界及金融界では概して，日本が北支並び

に上海一帯の地域を占拠したことに対して一般の

合衆国民が持って居る様な反感を有して居ない」

と述べた。この「満洲・華北の国際開発論」につ

いて，差克実教授は「石橋湛山が期待したのは，

外資導入を契機に列国との緊張関係を緩和し，孤

立した日本の国際的立場をいくらか緩和しようと

することであった(74)J という。しかし，前述の新

年初号の論説を読む限り，石橋湛山は，日本の満

洲，華北支配の既成事実を容認した上で，日本の

利益のために「満洲・華北の国際開発論」を提案

したもので，年来の小日本主義の主張はトーン・

ダウンしたと言わざるをf尋ない。

アメリカ政府が日本の満洲，華北侵略を非難す

る声明を発し，パナイ号事件発生のためアメリカ

全土で日本商品のボイコツトが起きている状況の

下で r合衆国の産業界及金融界」が満洲，華北へ

資本輸出することは，極めて困難なことは明らか

であった。この点で石橋湛山の国際認識は甘かっ
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たと言わざるを得ないが，石橋湛山でさえ「満洲・

華北の国際開発論」を提唱したということは，ア

メリカ資本導入について鮎川だけが楽観的な見通

しを持っていたのでないことの例証であった。

第二は，鮎川義介の外資導入の経験と力量に対

する過大な期待である。

石橋湛山は，大河内正敏(理研).野口遵(日本

窒素).森轟調(昭和電工).鮎川義介(日産)を

産業界の四傑と評価していた。『東洋経済新報~ (一

九三七年一一月六日付)は，鮎川を評して「新興

満洲国の産業を開拓する指導者として，今日の我

が固に求め得る随一の人である」と賞賛した(，日

本産業の満洲移植を祝福す一経営の功は急速を期

待すべからず、J)。

鮎川は，一九O三年東京帝国大学工学部機械学

科を卒業したが，出身学校を秘して芝浦製作所に

一職工として入社した。一九O六年にアメリカに

渡り，ノfッフアロー市外のグルード・カブラー会

社，ついでエリ市外のマリアブノレ・アイアン会社

に入り，やはり職工として鋳物工場で実地に技術

を習得した。一九O八年に帰国後，戸畑鋳物会社

を創立して実業界に第一歩を踏み入れた。後に久

原鉱業を経営し，さらに日産財閥を創設した(問。

とくに外資導入に関して注目されるのは，日産の

満洲移駐前に，鮎川が日産と GMの提携交渉を進

め.GMの同意を得たことである。この提携案は

陸軍省の強い反対を受けて，白紙に戻されたが，

鮎川の GMとの粘り強い交渉は高く評価された。

鮎川が初代の満業総裁に任命された理由につい

ては「第五節 外資導入交渉とその挫折」で述べ

たが，とくに鮎川が外資導入交渉の最適任者と思

われた理由は，若い時のアメリカ生活と GMとの

粘り強い交渉の実績にあった。

しかし，日米関係が悪化する一方では，鮎川ひ

とりで如何ともすることができなかった。

最後に，もし日中戦争(パナイ号事件なども含

む)が発生しなかったら，鮎川の外資導入が実現

したであろうかについて述べてみたい。

この場合参考になるのは，三谷太一郎教授の研
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究による，満鉄外債に対するアメリカの対応(76)で

ある。一九O七年から一九二三年までの聞に，満

鉄外債が五件発行されたが，米貨社債はなく，い

ずれも英貨社債であった。満鉄に対する英米の態

度は違っていた。イギリスは，満鉄に対しては比

較的寛容であった。したがって，イギリスは経済

的見地からこれを評価し，満鉄外債発行引受には

協力的であった。これに対してアメリカは，国家

的利益の観点から，満鉄の存在そのものを問題と

し，満鉄に対して一貫して不寛容であった。そし

てもっぱら政治的見地から，満鉄外債発行引受を

拒否した。そしてアメリカの場合，資本輸出は，

政府の政策的配慮によってさまざまな規制を受け

た。国務省がそれぞれの対外借款について，国家

的見地から，是非の意見を述べる慣行が確立し，

満鉄外債発行引受についても例外でなかった。そ

して，この満鉄外債発行引受に対する原則的態度

を変更することは，園内世論および中国の支持な

しには困難であった。

このようにアメリカ政府は，満鉄に対して一貫

して不寛容であった。満鉄は，日本政府が満洲経

営のために設立した国策会社である。中国人は，

満鉄を単なる開発機構でなく侵略機構とみなし，

アメリカも満鉄には警戒の念を抱いた。満洲事変

後，アメリカは中国を支持し，日本に対する非難

を強めた。アメリカは，経済的に日本を支援する

ような行為は避けた。現代戦は総力戦であり，経

済的支援は直ちに軍事的支援につながるからであ

る。満業は鉄道以外の満鉄の主要な事業を受け継

ぎ，満鉄同様に米中から警戒された。したがって，

かりに日中戦争が起きなかったとしても，アメリ

カが，自動車や飛行機や近代兵器を製造しようと

計画する満業を支援し強化することは，中国に対

する配慮もあって，困難であった。アメリカ外交

が中国問題について必ず、しも門戸開放・機会均等

の原則に終始固執したとはいえない(77)としても，

公然と日本を支援することはできなかった。

しかし，鉄，石油などの戦略資源をアメリカに

依存した日本は，満洲国建国宣言が示すように，

門戸開放・機会均等宣言を一部受け入れて，アメ



リカ資本の導入をはかった。一九四O年七月，第

二次近衛内閣は武力行使を含む南進政策を決定し

たが，アメリカとの摩擦は極力回避することとし

た。陸軍は，英米可分論に立って，アメリカとの

戦争なしに，マレーやオランダ領インドを占領で

きないか考えていた(78)。

かくて鮎川は，日米開戦まで，外資導入の夢を

アメリカに託したのであった。

注

(1) 長幸男「アメリカ資本の満洲導入計画」細谷

千博二斉藤真=今井清一二蝋山道雄(編) W日米

関係史 開戦に至る十年 3議会・政党と民間

団体~ (東京大学出版会・一九七一)一一三頁。

(2) 三谷太一郎「ウオールストリートと満蒙 外

債発行計画をめぐる日米関係」細谷千博=斉藤

真(編) W ワシントン体制と日米関係~ (東京大

学出版会・一九七八)三二一頁。

(3) 情勢判断に関する意見(関東軍参謀部昭和六，

七年七・八月ころ」小林龍夫=島田俊彦(編)

『現代史資料(7)満洲事変~ (みすず書房・一九六

四)一六二頁。

(4) I板垣高級参謀の情勢判断(昭和七年四，五

月)J小林=島田・前掲書(注3)一七八頁。

(5) 藤原泰『満洲国統制経済論~ (日本評論社・ー

九四二)三九三頁。満洲国史編纂刊行会(編)

『満洲国史 総論~ (満蒙同胞援護会・一九七0)

三八二頁。

(6) 藤原・前掲書(注5)四O四頁。

(7) NHK取材班『ドキュメント昭和世界への

登場三アメリカ車上陸を阻止せよ~ (角川書

庄・一九八六)四三頁。

(8) 藤原・前掲書(注5)四O六頁。

(9) 片倉衷「満業の創設(日産の満洲移駐)の経

緯~ (W片倉衷文書』東大教養学部所蔵)六頁。

片倉衷は一八九八年仙台市生。一九三四年軍務

局付(対満事務局)，一九三六年軍務局軍務課，

一九三七年関東軍参謀等の軍歴があり，満業設

立に関係した。

(10) W青木一男氏他満洲関係者会談満業創設時

満洲重工業開発株式会社の設立と外資導入交渉

の経緯昭和二六年一O月~ (W鮎川義介文書~) 

六頁。

この会談の出席者は，鮎川義介・青木一男・

浅原健三・片倉衷・岸信介・岸本勘太郎・森田

久・鈴木栄治・内田常雄・友田寿一郎。

(11) 前掲書(注10)三頁。

(12) 友田寿一郎(編)W鮎川義介 回想と抱負~ (鮎

川とのインタヴ、ユーなどをもとにまとめたが，

未刊行)二二頁 (W鮎川義介文書~)。

(13) W満州国史総論』五二八頁。

(l4) 片倉・前掲書(注9)九頁。

白) W満洲国史総論」五三一頁。

(16) 鈴木隆史「満洲経済開発と満洲重工業の成立」

『徳大紀要社会科学』第一三巻(一九六三)一

一O頁。
(17) 星野直樹r見果てぬ夢 満洲国外史~ (ダイヤ

モンド社・一九六三)二二四頁。星野直樹は一

八九二年横浜市生。一九三六年一二月国務院総

務庁長，一九三七年七月間総務長官，一九四O

年七月企画院総裁，一九四一年一O月東条内閣

書記官長。東京裁判で終身刑判決を受けた。

(18) 片倉・前掲書(注9)12頁。

(19) W満業重要書類其一~ (W鮎川義介文書~)。

(20) 青木一男氏手記写 (W鮎川義介文書~)。青木一

男は国際検事局へ提出した手記において，外資

導入の条項の追加を主張し，実現したことを述

べ，自らの平和主義，門戸開放政策を示そうと

した。

(21) I私の履歴書鮎川義介J W日本経済新聞』一

九六五年一月二三日。

(22) 岸信介=矢次一夫=伊藤隆『岸信介の回想」

(文芸春秋社・一九八一)三三一頁。

(23) W特集文芸春秋・人物読本~ (文芸春秋社・一

九五七)六七頁。

(24) 原朗"満洲」における経済統制政策の展開

満鉄改組と満業設立をめぐって」安藤良雄

(編)W日本経済政策史論 下巻~ (東京大学出版

会・一九七六)二一九頁。。5) W満洲日日新聞』一九三七年一O月三O目。
(26) 昭和一一年七月二三日参謀本部は満洲国に次
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の「戦争準備の為産業開発に関する要望」を提

出した。

対蘇戦争準備の為戦争持久に必要なる産業は

昭和十六年迄を期間とし日，満，北支を範囲と

して之を完成し特に満洲国に於て之が急速なる

開発を断行することを要望す。

島田俊彦二稲葉正夫(編) W現代史資料(8)日中

戦争(ー)~ (みすず書房・一九六四)六八一頁。

(27) Wエコノミスト』一九三七年一一月一一日号

三七頁。

(28) 星野直樹「見呆てぬ夢満洲国外史~ (ダイヤ

モンド社・一九六三)二二五頁。

(29) I条件要項一九三七年一O月二二日日産提

出J W満業重要書類其三~ (W鮎川義介文書~)。。0) I国策会社に対する条件要綱一九三七年一
0月二六日国務院会議決定J W満業重要書類其

三~o I一九三七年一一月二O日臨時株主総会案

内状(日産一九三七年一一月五日イ寸)J (W鮎川義

介文書~)。

刷持株会社整理委員会『日本財閥とその解体」

上巻(一九五一)七八頁。

(32) 宇田川勝「日産財閥の満洲進出J W経営史学』

一一巻一号(一九七六)五四頁。

(33) 宇田川・前掲論文(注32)六回頁。

宇田川勝『新興財閥~ (日本経済新聞社一九

八四)二三三頁。

野田正穂「満洲に賭けた日産の夢と現実J W別

冊中央公論』四巻三号。

倒小山谷蔵一八七六年和歌山県生。民政党。

和歌山二区。衆院当選八回。一八九八年東京専

門学校卒業。コロンビア大学等に学び， PhDを

取得。台湾総督府専売局翻訳官，文部省副参政

官，第二次若槻内閣内務参与官，米内内閣外務

政務次官等を歴任。。5) W帝国議会衆議院委員会議録昭和編八
四第七三回議会昭和一二年~ (東京大学出版

会・一九九五)一三七頁。

(36) 宇田川勝『新興財閥~ (日本経済新聞社・一九

八四)四五頁。

(37) 丸山幹治「戦時議会に聴く J W大阪毎日新聞」
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一九三八年一月二八日。

(38) 鮎川義介『随筆五もくめl..d (ダイヤモンド
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頁。
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その資料のとおり表示する。

陥) I大蔵省の往復電文JW満業重要書類』其三 (W鮎

川義介文書~)。

例) W外資関係資料(米国)~ (W鮎川義介文書~)。

(47) 吉野信次『おもかじとりかじ~ (通商産業研究

社・一九六二)四二八頁。吉野信次は一八八八

年宮城県生。一九三七年一二月商工大臣，一九

三八年一一月満業副総裁，一九四二年六月満洲

国経済顧問。

(48) 三保幹太郎「満洲国産業開発に就いてJ (W片

倉衷文書』国会図書館・憲政資料室所蔵)。

『満業重要書類』其四 (W鮎川義介文書~)。

ω1) I私の履歴書鮎川義介J U日本経済新聞」一

九六五年一月二五日。

側 『予審覚書~ (注 41)三二頁。

来栖三郎口述「日米接渉と鮎川氏J W鮎川義介

を回顧する~ (u鮎川義介文書~)。



(5U 友納寿一郎(編) W鮎川義介 回想と抱負」八

七頁。

(52) W外資関係(米国)~ (W鮎川義介文書~)。

(53) 友納・前掲書(注51)九O頁。

倒 『外資関係(米国)~ (W鮎川義介文書~)。

(55) 細谷千博士斉藤真=今井清一=蝋山道雄(編)

『日米関係史 開戦に至る十年 3議会・政党と

民間団体~ (東京大学出版会・一九七一)二四O

頁，二五一頁。

側 『予審覚書~ (注41)一九頁。

(57) I日産の GMとの交渉J wFORD・満業折衝』

( W鮎川義介文書~)。宇田川勝「日産財閥の自動

車産業進出について(下)J W経営志林J第一四

巻第一号(一九七八)。

大場四千男「日産二日本GM社の資本提携交

渉と日本型自動車産業の形成JW社会経済史学会

第六四回全国大会報告要旨~ (一九九五)。

側 『トヨタ自動車 20 年史~ (一九五八)六三頁。

外国法人が自動車製造事業を行うことは，自

動車製造事業法第四条によって原則として禁止

されたが，以前から事業を行っているものは，

その事業範囲内で既得権益を認められた(同法

附則)。

(扮 「一九三八年九月一三日 日本フォード支配

人コップから満業総裁鮎川義介へJ wFORD-満

業折衝」。

側「昭和十三年十月二十六日満業提案」

WFORD・満業折衝』。

(6U I一九三八年一二月三O日 フォード社長室

ゼ、ー・クローフォードから日本フォードへ(支

配人ビー・コップ気付)wFORD・満業折衝」。

仰) I一九三九年六月一九日日本フォード副支配

人ゼー・シー・アンケニーから満業総裁鮎川義

介へ提案条件要綱添付J wFORD・満業折衝」。

「昭和十四年八月八日フォード提携案ニ伴フ弗

送金問題J wFORD ・満業折衝~o

(63) I一九三九年三月二七日コップ氏との会談要

領J wFORD・満業折衝」。

(64) I昭和十四，八，一六 トヨタ，フォード提携

交渉経過J wFORD・満業折衝」。

満洲重工業開発株式会社の設立と外資導入交渉

中村静治『現代自動車工業論~ (有斐閣・一九

八三)一六四頁。

(65) I昭和十四，七，一五輪入自動車の国産化に

関する件J wFORD・満業折衝』。

側 「昭和十四年九月六日 鮎川，豊田会談要旨

豊田利三郎J wFORD・満業折衝」。

仰) I昭和十四年十一月二十四日 日本ブオー

ド・日産自動車・豊田自動車契約書(豊田承認

案)JwFORD・満業折衝」。

(68) 中村・前掲書(注64)一六回頁。

制) I一九三九年五月二九日アンケニー氏会談要

点J wFORD・満業折衝」。

(70) I (康徳)六年九月二七日鮎川総裁宛マ

レー氏来電(訳文)JwFORD・満業折衝』。

(7U I一九四O年五月二七日鮎川総裁宛マ

レー来電(暗号)JwFORD-満業折衝』。樺山愛

輔伯爵は，貴族院議員，千代田火災社長，日本

製鋼所会長，日米協会会長。日産(満業)との

関係は不明である。

(72) I日米経済提携要綱J W石原莞爾資料~ (鶴岡図

書館所蔵)。

(73) I超長期戦の覚悟と外資輸入JW東洋経済新報」

一九三七年一二月一一日。

(74) 差克実『石橋湛山の思想史的研究~ (早稲田大

学出版部・一九九二)三二四頁。

(75) 岸信介「鮎川義介先生の思い出一一友人代表

としての弔辞」佐々木義彦(編) W鮎川義介先生

追悼録~ (一九六八)。

渡辺世祐「鮎川義介君に就ての弁護J ~鮎Jl I義

介資料』。

同) 三谷太一郎「ウオールストリートと満蒙一外

債発行計画をめぐる日米関係」細谷千博二斉藤

真(編) ~ワシントン体制と日米関係」三二一頁。

仰) 加藤陽子氏は「アメリカが門戸開放・機会均

等原則という九カ国条約の一小部分に固執した

かのような理解」に対して I極東問題とくに中

国問題について，アメリカは，原則に終始した

というよりも，場当たり的な対応をとりがちで

あった」という。加藤陽子『模索する一九三0

年代一日米関係と陸軍中堅層~ (山川出版社・ー
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九九三)三O五頁。

(78) 山村勝郎「大蔵省機構と役割」細谷千博=

斎藤真=今井清一=蝋山道雄(編) w日米関係史

藤原彰「日本陸軍と対米戦略」前掲書一五

頁。

開戦に至る十年 2 陸海軍と経済官僚~ (東京大 (たしろ ふみゆき 北海道大学法学研究科博士

学出版会・一九七一)二五四頁。 後期課程I年)
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